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第１ 日 時  令和４年７月１２日（火） 自 午後１時３０分 

                     至 午後５時４１分 

 

第２ 場 所  法務省大会議室 

 

第３ 議 題  担保法制の見直しに関する中間試案のとりまとめに向けた検討（６） 

 

第４ 議 事  （次のとおり） 
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議        事 

○道垣内部会長 予定した時刻になりましたので、法制審議会担保法制部会の第２０回会議

を開会したいと思います。 

  本日は御多忙の中、御出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

  本日は衣斐幹事が御欠席ということで、佐久間さん、藤澤さんが遅参と伺っております。 

  まず、前回の部会以降に委員等の交代がございましたので、御報告を致します。 

  本多さん、若林さん、遠藤さんが退任されまして、新たに日比野さん、浅野大介さん、

鮫島さんが就任されました。そこで、日比野さん、浅野さん、鮫島さんの順番で簡単に自

己紹介をお願いしたいと思います。 

○日比野委員 ただいま御紹介にあずかりました、みずほ銀行の日比野と申します。本多委

員の後任として今回から参加させていただくことになりました。何とぞよろしくお願いい

たします。 

○道垣内部会長 ありがとうございます。 

○浅野幹事 前任の若林に替わり、この部会の幹事を拝命いたしました、経産省の産業資金

課長、浅野と申します。よろしくお願いいたします。ＡＢＬの普及に向けて活動を行って

きた立場として、また、新たな担保法制度が実務にとって使いやすい制度になるように、

引き続き必要に応じて意見させていただきたいと思っております。よろしくお願いいたし

ます。 

○道垣内部会長 よろしくお願いいたします。 

○鮫島幹事 中小企業庁の取引課長の鮫島と申します。中小企業の事業環境の整備という立

場でございます。よろしくお願いいたします。 

○道垣内部会長 よろしくお願いいたします。 

  それでは、まず、資料の説明をしていただきます。事務当局からお願いいたします。 

○笹井幹事 それでは、本日もよろしくお願いいたします。新たにお送りした資料といたし

まして、部会資料１７「担保法制の見直しに関する中間試案のとりまとめに向けた検討

（６）」がございます。こちらにつきましては、後ほど審議の中で事務当局から御説明い

たします。 

  資料については以上です。 

○道垣内部会長 それでは、審議に入りたいと思います。 

  部会資料１７「担保法制の見直しに関する中間試案のとりまとめに向けた検討（６）」

について議論を行います。まず、そのうちの「第１ 別除権としての取扱い」というのと、

「第２ 担保権実行手続中止命令に関する規律」のうち「１ 担保権実行手続中止命令の

適用の有無」、「２ 担保権実行手続禁止命令」、「３ 担保権実行手続中止命令を発令

することができる時期の終期」について、議論を行いたいと思います。事務当局において、

部会資料の説明をお願いいたします。 

○淺野関係官 それでは、部会資料について御説明いたします。 

  まず、「第１ 別除権としての取扱い」については、新たな規定に係る担保権を有する

者を別除権者等として扱うことを提案するもので、一読の際の御提案を維持しているもの

です。 

  次に、「第２ 担保権実行手続中止命令に関する規律」のうち「１ 担保権実行手続中
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止命令の適用の有無」ですが、本文（１）では、一読の際に引き続き、新たな規定に係る

担保権の実行手続を民事再生法上の担保権実行手続中止命令の対象とすることを提案して

おります。また、本文（２）では、一読での御議論を踏まえ、新たな規定に係る担保権の

実行手続を会社更生法、会社法及び外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に基づく担

保権実行手続中止命令の対象とすることを提案しております。これらの対象となる実行手

続につきましては、将来債権を含む複数の債権を担保の目的とし、設定者に取立権限が付

与されている場合において、その取立権限の付与を解除する行為がこれに含まれるのかど

うか、また、所有権留保付売買契約の解除がこれに含まれるのか、なども問題になろうか

と存じます。 

  ５ページの「２ 担保権実行手続禁止命令」では、新たな規定に係る担保権を担保の実

行を禁止する旨の命令の対象とすることを提案しております。これは、民事再生法第３１

条の担保権実行手続中止命令は、既に係属し又は開始している実行手続を中止するものと

解されておりますが、新たな規定に係る担保権の私的実行については、極めて短期間に終

了するという特殊性があり、実行の開始前に禁止する必要があるためです。このような観

点からは、新たな規定に係る担保権の私的実行についてのみ禁止命令の対象とすることが

考えられますが、一読での御議論では、私的実行に限らず、新たな規定に係る担保権の実

行手続一般を対象とすべきという御意見もあったことから、本文では両案を併記する形と

しております。また、更生手続、特別清算手続及び承認援助手続においても同様の規定を

設けるほか、債権質権についてもこれらの手続の対象とすることを提案しております。 

  最後に、７ページの「３ 担保権実行手続中止命令等を発令することができる時期の終

期」について御説明いたします。中止命令は、担保権実行の終了時までに発令をすること

により、実行手続の続行を停止するものであるため、中止命令の発令のためには、その実

行が終了していないことが必要です。新たな規定に係る担保権の私的実行手続については、

民事執行法に基づく実行手続と異なり、いつ実行が終了するのか明らかではなく、その明

確化の必要性が高いことから、本文では、被担保債権に係る債務が消滅する時を終期とす

ることを提案しております。これは、一読での御提案に御異論が見られなかったことから、

実質的に提案を維持するものでございます。 

  他方で、仮に被担保債権が消滅した後も受戻権が存続するという考え方を採った場合に

は、受戻権が消滅するときまで中止命令を発令することができることとすべきかどうかが

問題となります。資料では、そのような考え方を採る場合でも被担保債権の消滅時を終期

とするという考え方を示しており、御意見を頂ければと存じます。 

○道垣内部会長 ありがとうございました。 

  それでは、この点につきまして、どなたからでも結構でございますので、御意見等を頂

ければと思います。よろしくお願いします。 

○阪口幹事 阪口です。第２の１の中止命令の対象と、その所有権留保との関係について、

少し確認だけしておきたいと思っています。部会資料１６の方で所有権留保について、実

行と解除は別だという整理をしたと思います。そのときの議論として、解除に関しては結

局、対抗問題なのか、広い意味の対抗ですけれども、対抗問題で処理できるので、解除の

方が有利とか不利とかいう問題が起きないという整理があったと思います。ここでもそれ

を前提にしていくと思うのですけれども、細かく言うと、民再申立て後、開始決定までの
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間は、再生債務者に第三者性がまだないということになると思います。その間に限定して

言えば、中止命令の対象にする必要性がないわけではないと。ただ、時間がたって開始決

定がされたら、結果、第三者性が備わって、解除自身を中止命令の対象にする必要がなく

なる、こういう理解の下でこの部会資料を作られているかどうかの確認をしたいというこ

とです。よろしくお願いします。 

○道垣内部会長 それでは、事務局からお願いいたします。 

○笹井幹事 倒産手続が開始した場合に、その解除権が行使されたとするとどうなるかとい

う問題については様々な考え方があり得るところだと思いますので、特に事務当局として

一定の見解を前提にするというのは余り適切でないというか、そこは引き続き、最終的に

は解釈に委ねられるのではないかと思っております。そういう意味で、特定の見解を前提

にしているわけではないのですが、ただ、おっしゃるとおり通説的な考え方として、倒産

手続開始後の管財人とか再生債務者に第三者性があると理解されていると思っております

ので、そういう考え方に立てば解決できる問題というか、設定者から見て非常に不都合な

結論になるわけではないということも、この背景の一つとしてはあると御理解いただけれ

ばと思います。 

○道垣内部会長 よろしいでしょうか。結局は解除の一般論に委ねられるという話になって

しまっていますけれども。 

  ほかに何かございませんでしょうか。 

○松下委員 ありがとうございます。松下です。第１、それから第２の１については、現在、

非典型担保について実務で行われていることをそのまま認めるものと理解をしております。

その意味では、この御提案に賛成です。 

  第２の１について、債務者対抗要件の具備とか取立権限の付与の解除も禁じられるのか

ということが資料で議論されていて、この資料はそれは禁じられるという立場だと思いま

す。この中身については異論がないのですが、あとは条文に書くときにどういう書き方に

なるのか、法制的に可能なのかということを事務局で御検討いただくことになるのかなと

思います。 

  資料７ページの３の中止命令を発令することができる時期の終期についても、被担保債

権が消滅する、つまり抵当権、担保権がなくなって取戻権になるという整理が理論的にも

実際的にも落ち着きがいいのかなと思っています。 

○道垣内部会長 ありがとうございます。 

○片山委員 慶應義塾大学の片山でございます。どうもありがとうございます。将来債権譲

渡担保に関して確認をしたいと思っております。今回の資料の後半の、特に倒産手続開始

後に取得した財産に担保権の効力が及ぶかどうかというところの議論に関しましては、い

わゆる循環型か累積型かというものの類型をある程度前提とした議論になっているかと思

うのですけれども、この中止命令あるいは禁止命令辺りのところの記述を拝読しますと、

例えば３ページの２６行目で、将来債権を含む複数の債権を目的とする譲渡担保には、と

いうところのくだり等も、これは実行されるまでは設定者が担保目的債権の取立権限を有

し、実行に当たって担保権者が設定の取立権限を喪失させた上で、第三債務者から目的債

権を直接取り立てることによって被担保債権を回収する類型であるということで、これは

恐らく、いわゆる循環型等が想定されているということになるのかと思うのですけれども、
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いわゆる累積型といったものの実行という概念をそもそもどう捉えればいいのかというと

ころが若干、分からなくなりまして、それを質問しているということになります。 

  いわゆる累積型の場合は、期限の利益を喪失する以前から、多くの場合には担保権者に

取立権限が付与されていて、担保権者が回収をして、そして、被担保債権の弁済に充当し

ているという状態が平時からずっと続いてきているということになります。もちろん再生

手続に入って期限の利益を喪失するということになって、いわゆる実行ということで、現

時点のある債権を全て回収してしまうというような形での実行を図るということになれば、

ここで当然、実行の対象になるのでしょうけれども、再生手続が開始された後も平時と同

じような形で取立権を行使して、そして、債権の回収をし、一部は設定者に解禁をしてい

くというような状況がずっと続いている場合に、それを果たして実行と呼んで、そして中

止命令とか禁止命令の対象とすることができるのかどうかというところがよく分からなく

なりまして、ここではあえてその類型型等についての言及がなされていないということは、

それは特に実行とは捉えていないので、中止命令とか禁止命令という議論にならないとい

うことなのか、それともそうではなく、それも実行ということなので、中止命令、取立命

令の対象となるという立て付けでお考えなのか、そこの確認をさせていただければと思い

ました。 

  長くなりましたけれども、よろしくお願いいたします。 

○道垣内部会長 何か事務局からございますか。 

○笹井幹事 そこは確かに少し難しい問題があるかなと思っておりまして、私どもとしても

現時点の段階で、いわゆる累積型で、かつ、被担保債権について債務不履行が生ずる前か

ら、担保権者が取り立てているというような類型について、それが実際どういう場面で使

われているかとかいうことも含めて、確定的な見解を持っているわけではございません。

そこは是非、そういったものをどのように法的に位置付けるかということも含めて御議論

いただければと思っておりますが、ただ、少し内部的に議論したところでは、いわゆる累

積型で、担保権者が最初から取立権を持っているというものについても、それを実行とし

て捉えるというのは、当事者の意識からすると余り合っていないのではないか、つまり、

最初から担保権者に取立権を付与していることを実行と捉えるということは、債務不履行

になることが元々想定されており、任意に弁済がされて実行がされずにおわるということ

を全く予定していないということになりますが、それは、担保取引を行う当事者の合理的

な意思というか、通常の意思には余り即していないのではないかと思っておりました。 

  そういう意味では、契約上、担保権者が取り立てているとしたとしても、それは実行と

いうよりは、任意の弁済の一形態として行われているとか、そういう理解も採り得るので

はないかと思っていたところです。それはもしかすると当事者の契約の立て付けの仕方、

設定の仕方によっても違ってくるのかもしれませんが、いずれにしても、ここでは当然に

平時における取立てが当然に実行に当たるということを当然の前提にはしていないという

程度で御理解いただければと思います。 

○道垣内部会長 片山さん、差し当たってよろしいでしょうか。 

○片山委員 どうもありがとうございます。そうしますと、平時の取立てといいますか、任

意の弁済と評価する限りは、やはり中止命令の対象にはならないという余地も十分に検討

できるということですね。 
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○笹井幹事 被担保債権について債務不履行が生じていない段階では、中止命令の対象には

ならないということはできるのではないかと思います。少し蛇足になるかもしれませんけ

れども、その上で、ただ、被担保債権について債務不履行が生じたということになると、

それはもう任意の弁済ということではなくて、正しく担保権の実行としての取立てという

フェーズに移っていくということはあり得るのだろうと思います。そうすると、条文上は

中止命令の対象になるということにはなってくるわけですが、ただ、平時においてもそも

そも設定者が取り立てたお金を自分の運転資金に回すということが全く予定されていない

と、そういう類型であることを前提とすると、民事再生法３１条の要件をそもそも満たす

のかという問題もありますので、そういういわゆる累積型において、実行が行われたとし

ても、なお要件を満たすかどうかというのは少し慎重な検討が必要ではないかというのが

今、事務当局の中で少し議論しているところです。 

○片山委員 どうもありがとうございました。 

○道垣内部会長 一言私の方から申しますと、集合債権譲渡担保の中に累積型というのがあ

るという形の言葉を余り大前提にしない方がいいのだろうと思うのです。つまり、それは

債権者の持っている債権額に応じて確定的な債権譲渡がされましたという場合ももちろん

あるわけで、そうしたら、それは債権者がそれを取り立てて、そこから回収していくとい

う、それだけの話で、仮にそこから取り立てられないというときには、売買の予定された

額より小さいということで責任を問うとか、あるいは、そのときには契約次第によってほ

かのところからも取れるということもあるのかもしれませんし、また、笹井さんがおっし

ゃったところかもしれませんけれども、基本的にはもう担保なのだと、ただ、平時の段階

で債権者に例外的な形での取立権というものが与えられていて、本当は担保権の実行をし

ないと確実に債権者の下にそれは移ってこないのだけれども、平時の段階から債権者が取

立権が与えられて取立てをしているという、取立権が与えられてというふうな言い方をす

るかどうかも問題なのですが、どちらをデフォルトにするかということがありますので、

なのですが、そういうふうなものかもしれませんし、とにもかくにも担保です、累積型で

すというふうなことで話を進めていくと、そこにある様々な場合というものの区別という

ものがうまくできなくて、正に片山さんがおっしゃるような、どういったタイプのものが

中止命令に係るのかというふうなことになってくるのかなという気がいたしますので、今

後の議論において、累積型の譲渡担保という言葉を定義なく用いるということは、議論を

混乱させるのかなと思いますので、委員、幹事各位、私のその分析自体が妥当でないとい

う批判はもちろんあり得まして、それは甘んじて受けますけれども、もしそうであるなら

ば、どういった効力を、それがどういった契約であって、ということをはっきりさせなが

ら議論するということが今後必要なのかなと思っております。何かそれで意見があるわけ

ではございません。今のは感想でございます。 

○山本委員 ありがとうございます。１点御質問で、１点コメントですけれども、まず、第

２の１の関係で、中止命令の対象に債務者対抗要件具備行為を入れるということになった

場合に、そうすると債権譲渡通知をするということが許されなくなるということであると

すれば、第三者対抗要件も間接的に具備できなくなるということかと思うのですけれども、

それはやむを得ないとお考えなのかどうかということです。恐らく、開始前の保全処分と

いうか、の中で、担保権者に第三者対抗要件、通常であれば普通の対抗要件ということに
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なりますが、の具備を禁止するような保全処分というのは通常、観念されていないのかな

という気もするのですけれども、その点について、それは結果としてそうなるということ

であって、やむを得ないとお考えということなのかどうかということで、趣旨を確かめた

いということです。 

  それから、第２点はコメントですけれども、２の方の実行禁止命令の（１）ないし

（４）の亀甲括弧に入っている部分、つまり、私的実行だけを対象にするのか、裁判所に

おける実行手続、競売手続も対象にするのかという点です。この点につきましては、６ペ

ージの（３）のところで典型担保との均衡ということが問題になっていて、確かにこの競

売手続についてもこの場合に禁止命令を認めるということは、この種の担保権者は差押え

ができないということになるのに対して、それ以外のいわゆる典型担保については、取り

あえず差押えはできると、その後、中止命令が掛かって、それ以上手続は進まなくなると、

そういう意味で均衡を欠くというか、そのバランスをどう考えるのかということが問題に

なるような気はします。ほかの担保権者は差押えだけできるということの利益というか、

それをどの程度のものと見るかということかと思います。恐らく実際上、差押えを排除し

たいということであれば、取消命令等を再生債務者等の側は掛けてくるということになる

のだろうと思いますが、そこに一定の手間が掛かるとすれば、事実上、別除権協定等を結

ぶ場合に、差押えをしている担保権者が一定の優位の地位を取得するということがあり得

て、この新たな規定に係る担保権者はそのような地位が認められないのが妥当かというこ

とになるのかなと思っています。 

  ただ、結論的には私自身は、そういう地位をそれほど重要なものと見る必要は必ずしも

ないのではないかと考えておりまして、そこに一定の差が出る、一定の不均衡があり得る

としても、実際上の便宜、この資料に書かれてあるような再度の中止命令等をしなければ

いけないということが煩雑であるという点の方を重視するという政策判断は十分あり得る

かなと思っていまして、そういう意味では、私的実行に限定せず、担保権実行手続一般を

この禁止命令の対象にするということでも問題はないのではないかという、一応今の段階

ではそのような感触を持っております。 

○道垣内部会長 ありがとうございます。取り分け前半につきまして、事務局から何かござ

いますでしょうか。 

○笹井幹事 ここで念頭に置いていたのは、既に第三者対抗要件だけは登記等によって具備

されていて、債務者対抗要件だけが欠けているという場面を典型的なものとして念頭に置

いておりましたので、第三者対抗要件が具備されていなくて、かつ、それが通知によって

具備することまで禁止されるかという問題について明示的に検討していたわけではありま

せんでしたので、そこは引き続き検討したいと思います。ただ、第三者対抗要件の具備そ

のものがおよそ禁じられるというわけではなくて、担保権者が登記をすることによって第

三者対抗要件を具備するということ自体は中止命令によっても禁じられないということで

はあろうかと思います。おっしゃった問題は、通知という共通の手法を用いるということ、

その場合に事実上の効果として禁じられないかということであろうかと思いますので、そ

の点については少し検討させていただきたいと思います。 

○山本委員 ありがとうございます。 

○道垣内部会長 山本君のあれが十分に理解できていないかもしれないけれども、今、登記
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を念頭に置いたからそうなるのだけれども、第三者対抗要件が備えられていないときに、

民法４６７条、よく分からないけれども、に従って確定日付ある証書による通知というの

を送って、かつ、何かあるまでは譲渡人に払ってくださいよという文言を付けた通知を発

しないようにしたら、事実として第三者対抗要件と債務者対抗要件がその時点で備えられ

ることになり、かつ、第三債務者からすると、その通知をしてきた人に払えと言われてい

るという状況になるのではないかと、そういうことが山本君の御発言の根本にあるのかな

と思ったりしていたのですが、私の言っているのは読みすぎですか。 

○山本委員 完全に今の部会長の整理と一致しているかどうかよく分からないのですけれど

も、私の問題意識は、ここの中止命令の最大の対象というか効果は、担保権者に取立権を

付与しないようにするということ、あるいは債務者から取立権を奪わないということにす

るという点に主眼があるのかと思っていて、それが対抗要件具備を禁止するということは

やや過剰な効果をもたらすことにならないかというところが私の危惧の点でありました。

もちろん登記というのはあり得るということだと思いますけれども、ただ、現行法上はそ

の登記ができる対象者等は限定されていると理解していますので、第三者対抗要件具備の

ために登記ができない場合もあるのではないかという気もいたしますし、効果としては今、

部会長がおっしゃったことかもしれませんが、確定日付ある通知をするのだけれども、引

き続きその弁済自体は債務者に対して支払ってくれというような通知をすることまで禁じ

られるのかというのが、それは必ずしも禁じる必要がないような気も少ししたものですか

ら、その点をお伺いしたということですが、部会長のあれとは少し違っていましたか。 

○道垣内部会長 いや、問題意識の根本は同じで、文章化するとしたら、設定者から取立権

を奪うような行為をしてはならないということなのだろうと思うのですが、笹井さんから

何か、お願いします。 

○笹井幹事 ありがとうございました。おっしゃるように、ここは確かに設定者が取立権限

を持っていると、それを奪ってはいけないというところに主眼がありますので、債務者対

抗要件をおよそ奪う必要がないのではないかと言われれば、そのとおりだと思います。た

だ、そこは正しく和彦先生がおっしゃいましたように、よくあるパターンとしては、債務

者対抗要件を具備しないということによって取立権限を設定者に留保しておくと、それで

実行段階でその債務者対抗要件を具備するということを念頭に置いていたのでこういう書

き方をしたのですけれども、債務者対抗要件を具備しつつ、しかし取立権限を改めて付与

するということは、そこまで禁じられないのではないかと言われると、おっしゃるとおり

だと思います。そういうことはあり得るかなとも少し考えたのですが、ただ、そうすると

中止命令の主文が非常に面倒くさいことになってしまって、こういうことはやってもいい

のだけれども、こういう条件の下ではやってもいいよ、みたいな非常に複雑なものになら

ないといけないので、余り実務的に現実的ではないのではないかということで、少しざく

っとした形でありますけれども、今こういう記載になっているということでございます。 

○道垣内部会長 若干まだ詰めるところがあるかもしれませんが。 

○大西委員 大西です。よろしくお願いします。私は実務的な点から１点、５ページの第２、

２の１のところなのですが、新たな規定に係る担保権が特に動産、集合物譲渡担保の場合、

やはりこれを行使されてしまうと事業そのものがストップしてしまうということで、これ

を確実に中止命令にしなければいけないと、こういう事態が再生手続の場合、想定される
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のですが、この場合に禁止命令いと中止命令というのを別の手続にすると、ここにも書か

れているとおり、実際、実行が着手されたかどうかということでもう一回、禁止命令を打

ったけれども空振りで中止命令という、要件にそれほど差がないのだとすれば、余り実益

のない手続を要するということになるので、これは両方を区別しない命令というのが考え

られないのかなと思った次第です。 

○道垣内部会長 重要な御指摘だと思いますが、事務局から何かありますでしょうか。 

○笹井幹事 今の御指摘は正しくそのとおりだと思いますので、それを条文上表現できるの

か、あるいは実務的な工夫なのかというところも含めて、少しまた考えたいと思います。

あわせて、やはりそこは今、既に何度か御発言もございましたけれども、この私的実行だ

けを禁止命令の対象にするのかどうかというところとも関わってくるかと思いますので、

その辺も併せて検討させていただきたいと思います。 

○道垣内部会長 ありがとうございます。この問題というのは、実行手続をどういうふうに

組むのか、実行手続の各段階の行為の効果をどういうふうに考えるのかということと密接

に結び付いていて、そちらが定まらないと具体的な内容が定まらないというところも実は

あるのです。つまり、例えば実行手続に入ったことによって、集合動産にせよ集合債権に

せよ、その後の動産債権には効力が及ばないというふうな効果が仮に生じるとしたときに、

それを中止したら、では、取立てとか利用だけはできることになって今後減っていくだけ

になるのかというと、それはおかしいだろうと思われるわけで、そうなると全体が、入っ

てくるのも入ってくるようにしておき、出ていくことを妨げないというふうにもしなけれ

ばいけないわけですが、そのときに中止命令というのと、手続自体をもうストップすると、

固定化みたいなものも起こさないような形のことにするということが、ひょっとしてそう

いう効果を導くのには必要かもしれないということになりますと、実は手続を開始した後

でも禁止命令というものを出すというふうな考え方を採らないとうまくいかないかもしれ

なくて、そこは実行のプロセスと各段階における発生する効果というものを詰めながら全

部、どこの段階で中止命令を出すとどうなるのかということを考えていかなければならな

いということになるのだろうと思います。その中で大西さんがおっしゃった点というのは

極めて重要なポイントだと思いますので、更に考えるようにしていただきたいと思います。 

  阪口さんにお願いをするべきところなのですが、沖野さんから一旦手が挙がって、下が

ったのですが、沖野さん、よろしゅうございますか。 

○沖野委員 すみません、もう結構です。 

○道垣内部会長 では、阪口さん、お願いいたします。 

○阪口幹事 阪口です。７ページ、８ページの終期の点について意見を述べたいと思ってい

ます。この部会資料では被担保債権の消滅時となるのではないかと書かれていますけれど

も、受戻権消滅時とすることについて理論的説明は十分可能だと、また、実際的にもその

方が妥当だということについて意見を述べさせていただきたいと思います。 

  まず、受戻権の後ろ倒し、例えば現実の占有移転ということを私は提案していますけれ

ども、仮にそういうものを考えた場合ですけれども、それは仮登記担保法１１条を想定し

ているわけです。仮登記担保法には同じく１５条という条文があります。すなわち、仮登

記担保法の１５条というのは、所有権移転がし、被担保債権も消滅した、その後でも受戻

権が残っている場合には、他の債権者の差押えが入ったら、やはり担保権状態に戻るとい
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うことが想定されている条文です。確定的所有権移転の効果が覆滅するということで、も

ちろん被担保債権消滅の効果も覆滅するということになっています。部会長の教科書の２

８５ページには、１５条の局面では被担保債権が復活すると考えるほかないと書かれてお

りますし、仮登記担保法制定当時の立案担当者の当時の論考を読み直しますと、清算期間

の経過による被担保債権の消滅は解除条件付きのものであるというような説明がされてい

ます。 

  したがって、仮にここでの新たな規定に係る担保権について、巻き戻し型の受戻権とい

うのを導入できるのであれば、その権利が残っている間は中止命令の対象になると、つま

り、所有権移転とか被担保債権の消滅も言わば解除条件付きのものであるという整理をす

るのが、仮登記担保法との関係で一貫しているのではないかと思うということ。以上が理

論的説明ですけれども、理論的妥当性についても述べさせていただきます。 

  既に何度か述べたことがありますけれども、まず一つは、やはり事業再生の可能性を残

したいということです。在庫が引き揚げられてしまっては、もうこれは再生の可能性はあ

りません。 

  二つ目は、時間的制約です。今まで議論されてきた論点では、やはりどうしてもスピー

ディーに帰属清算完了に至るということになるのではないかと思っています。実行開始ま

で猶予期間を設けるかという論点がありましたけれども、設けない方が有力のように私に

は思えましたし、また、仮に１週間の猶予を設けても、事前の１週間というのは何もでき

ないというのが実務家の共通認識です。誠実評価概念のところでも、実際上それをワーク

させようとすれば、誠実性は手元資料に基づく判断でいいということになりますので、そ

こで時間が掛かるということは想定できない。そうすると、結局は帰属清算通知による被

担保債権の消滅までの時間は非常に短く、被担保債権の消滅で中止命令はもう使えません

という制度は、かなり時間的制約は厳しいということになると思います。 

  三つ目は、担保権者の不利益です。部会資料には、権利行使の過度な制約であるように

も思われるということが８ページの１０行目、１１行目に書かれていますけれども、それ

はどうかなと。まず、当然、裁判所が不当な損害を及ぼさないという前提での発令になり

ますし、また、実際上の設定者の手元に動産が残っている状態で手続が終わったなんて思

っているのんきな担保権者は一人もいませんので、それを過度な制約だという評価は違う

のではないかと思います。 

  四つ目は、制度上のバランスです。部会資料１５、１６では、実行を容認する制度が導

入され、また、実行完了後の引渡命令制度というものまで導入されるのであれば、バラン

ス上、再生債務者にもやはりその対抗策というか、それを広げていくと、実行完了後の引

渡命令というのは正に実行完了後の実行手続ですけれども、そうであれば再生債務者側に

も実行完了後の対抗策というのがバランスがとれるのではないかと思います。 

  以上のとおり、長々申し上げましたけれども、何とか中止命令発令の終期の後ろ倒しを

お願いしたいと思っています。 

○道垣内部会長 ありがとうございます。何か差し当たってございますか。別に、御意見と

して伺う。更に検討したいと思いますが、井上さん、お願いします。 

○井上委員 井上です。ありがとうございます。第２の１の担保権実行中止命令の適用の有

無というところについて、今回新たな担保権に関して規定を設ける際、従来から他の担保
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権について存在している中止命令の対象にすると、私的実行を含めて対象にするというこ

とについては、異論はないです。 

  ただ、担保権実行中止命令の効果についてお話を伺いますと、私が正しく理解できてい

るか自信はないのですけれども、実行通知なり何なりがなされて、でも、まだ完了はして

いないという状況があるとすると、取立権限を喪失したという状況、あるいは新規加入動

産あるいは新規発生債権に及ばなくなっている状況というのはひっくり返るのではなくて、

そのままその状態は変わらないで、それ以上、先に進めなくなるのだということだと理解

しました。 

  そうすると、流動性のある目的物を担保に取る場合、今回新たに構想する担保権という

のはかなりの部分、そういう担保物だと思うのですけれども、集合動産、集合債権といっ

たようなものについては、実は中止命令ってそれほどすごく使えるものではないというこ

とであって、繰り返しになりますが、対象にすることに全く異論はないのですけれども、

基本的には、そうすると、実行着手前であれば禁止命令を取り、実行着手後であれば後で

出てくる取消命令を取り、あるいは、資料にもどこかあったと思いますが、両方を取りに

行くということで、その中間形態である中止命令というのは、流動性がそれほどないよう

な担保については従来の担保と同様に使われると思うのですけれども、流動性が高い担保

目的物については、先ほど申し上げたような効果だとすると、結構利用価値が限定的なの

かなという印象を持ちました。もちろん制度として全て準備するということは、それでい

いと思うのですけれども、そういうイメージ、そういう理解をするということについて何

か誤解があるようであれば、御指摘いただきたいというのが１点目です。 

  ２点目は、担保権実行手続禁止命令の対象として、最後の（４）のところに債権質権の

実行手続全体、あるいは直接取立てによる実行をこれらの手続の対象としてはどうかとい

うのがあるのですけれども、仮に後半部分を採る場合というのは、有効な流質特約に基づ

くものも手続の対象にするということが考えられるのかなと。あるいは、そうだとすると、

動産質についても、有効な流質特約が付いた動産質権についても対象にするということが

考え得るのだろうかということも思いました。 

  あと、今度は７ページの３のところですけれども、実行中止命令の終期については非常

に実務的には関心が高いところで、大阪の弁護士会からの、あるいは先ほど阪口先生から

御紹介があったような御提案というのも十分考えられるところだと思いますけれども、他

方、仮に実行通知によって勝負が決まるのだというような立場に立つ場合でも、例えば、

先ほど出ていた仮登記担保法でいえば２条の方になりますけれども、債権の消滅時期とい

うか効果が確定的に生ずる時期というのを一定程度ずらすというようなことも方向性とし

てはあり得るので、例えば、それが仮登記担保法制に２か月になってしまうと相当使い勝

手が悪くなるのではないかというイメージがありますが、もっと短い期間だとすると担保

権者から見ても容認可能な後ろ倒しということは可能なのかもしれず、後ろ倒しにすると

いう価値判断自体も議論があるところだと思いますが、方法としてはそちらの方法もある

のかなと思いました。 

○道垣内部会長 ありがとうございました。何かありますか。特にないですか。 

○笹井幹事 先生がおっしゃった部分、流動性のある財産については中止命令は余り役に立

たないのではないかという部分は、もちろん流動性のある集合債権ですとか集合動産につ
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いての実行手続をどういうふうに考えるかというところ自体がまだ固まっていないところ

ではありますけれども、ただ、いずれにしても実行手続の最初の段階でその流動性が止ま

ってしまうということを前提にして設計していくのだとすると、その点は先生の御指摘の

とおりだと思います。それのためにも、後から出てくるわけですけれども、取消命令等が

議論されているということになるのかなと思っております。 

  流質についても検討すべきではないかという御指摘も、そのとおりかと思いまして、そ

うすると、動産質権について流質があるときとないときで分けるのか、ただ、それがなか

なか裁判所にとって判断しづらいということになると、もういっそのこと動産質も全部含

めてしまうのかといったところも含めて、宿題として少し検討してみたいと思います。 

○道垣内部会長 ありがとうございます。井上さんがおっしゃった最初の点について申しま

すと、確かにフル装備でいろいろ置いておかなければいけないのですが、これは大西さん

がおっしゃったことに関係しますけれども、申立てをする命令を間違えたら困るというふ

うな事態になりますと困るわけでありまして、その辺りのことも使いやすい制度として、

どこまで進んでいるのかが分からないとうまく選べないということでも少し困るかもしれ

ませんので、その辺も含めて検討する必要があるのかと思います。 

○大澤委員 大澤でございます。ありがとうございます。今の担保権実行中止、禁止、取消

しのセットについてですけれども、やはり実務家からすると、いろいろなものの組合せで

使うことを想定もしておるところもございまして、理屈上、中止命令がそれほど役に立つ

のかどうかと単独で考えるかどうかというと、それは恐らくそうではなくて、実務的には

急いでやる時間の中で、特にこういったものはかなり短期間で申立てまで至りますので、

いろいろな組合せをセットにして確実なところを狙うというようなことをやることも併せ

て考えますと、やはりフルセットということが実務家には使いやすい制度になるかなと思

っております。それが１点です。 

  あと、３の方の担保権実行中止の終期のところ、これはもう阪口先生と井上先生からお

話がございましたので、細かいことは余り申し上げるつもりはありませんが、やはり受戻

しの終期を後ろ倒しにするということを債務者と担保権者のバランスの観点からも是非考

えたいというところがございまして、それが阪口先生がおっしゃるようなオウサカンから

来る巻き戻しなのか、あるいは仮登記担保法の条文を使った消滅時期をずらすのか、ある

いは誠実評価に関して少し猶予期間を取るのか、何らかやり方は幾つかあると思っていて、

どれがいいと今申し上げるつもりはございませんが、そういったいろいろな解決策を踏ま

えて受戻しの時間をある程度取るということが、また、その期間についてきちんと定めて

おくことで担保権者と債務者の方のバランスもとれるのではないかと思っております。 

○道垣内部会長 ありがとうございます。 

○倉部委員 ありがとうございます。法政大学の倉部でございます。担保権実行中止命令の

効果、その主眼は設定者に取立権限を残すことというところは全くそのとおりと思ってお

りまして、禁止命令、中止命令、取消命令と今、お話が出てまいりましたけれども、中止

命令の出番が少なくなるのではないか、余り使われなくなるのではないかというところは、

もう現に実際にはそのような状況は起きているのではないかと思っておりまして、実際、

集合債権譲渡担保について中止命令が発令されているケースを見ましても、実質はもう禁

止命令の内容というのを先取りしているというのが実態だと思いますし、公表されている
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主文例といったものを、例えば東京地裁、大阪地裁のものを拝見しましても、どちらも内

容としては禁止命令だと思いますので、ここでもうそれが後付けされるといいますか、裏

付けが取れるということで、今回、禁止命令までも含めて発令が可能なのだということに

なれば、むしろ中止命令よりは禁止命令の方にシフトしていくのかなとは思っております。 

  ただ、その際に、資料の４ページですね、１４行目から説明をしていただいているとこ

ろですけれども、やはり設定者が目的債権を、例えば取り立て続けるということになると、

担保権者がもちろん害されるおそれが高くなるということになりますので、やはりこの点

は、後に議論が続くかと思いますけれども、４の方で提案されている、担保権者に不当な

損害を及ぼさないために必要な条件を付するというところが、やはりセットとして考える

必要があると思いますし、さらには、倒産手続開始した後入ってくる新規の債権について

も担保権の効力が及ぶのかというところで、ここも基本的には及ぶと考えていかないと、

ここで禁止命令まで発令をしたときの担保権者のリスクとのバランスのとり方というのが

十分に確保できないのかなと思っておりますので、この３点をセットで考えていく必要が

あるのかなと思っております。 

  以上でございます。ありがとうございます。 

○道垣内部会長 ありがとうございます。 

  ほかにはいかがでしょうか。 

  前半の中止命令、禁止命令のところについては大分、皆さんに御意見を頂きまして、取

消命令と含めて、使いやすい形で並べる、実務的にはそれを一遍に申し立てるというのも

あるのかもしれませんが、選択しやすいようにするというのも必要かもしれない、いずれ

にせよ柔軟にいろいろな形でストップできるというのがよかろうというのが皆さんのおっ

しゃったところかなと思います。 

  それに対して、中止命令等を発令することができる時期の終期については、なるべく後

ろに持って行く、場合によってはひっくり返す、ひっくり返すというのはもう一度、被担

保債権の消滅というのを巻き戻すというふうなことも、仮登記担保法に準ずれば、あるの

ではないかというふうな御意見も頂きましたし、一応はここで終わりというところまでで

勝負しましょうというのもなおあり得る可能性なのかもしれませんが、そこは意見が分か

れているところかと思います。 

  差し当たって、ほかにございませんでしょうか。 

○村上委員 ありがとうございます。第１のところに、念のためということで申し上げてお

きたいと思います。 

  別除権のところで、資料の中で特段の異論がなかったという部分がございまして、その

点についてです。通説、判例を踏まえれば、担保権者と設定者との間ではこういった御提

案のような制度になってくるのかなとは考えておるところですが、しかし、労働債権者を

始めとする一般債権者の方という立場からは、これを全て別除権としていくので妥当なの

かというところがございます。以前の部会でも、回収金の一定割合を供託ということも考

えられるのではないかという御意見も頂いたところですので、そういったことも十分、措

置していただくということも踏まえた上での別除権としての取扱いと考えておりますので、

意見として申し上げておきたいと思います。ありがとうございました。 

○道垣内部会長 ありがとうございます。第１そのものの問題点というよりは、全体の手続
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の中で給与債権などの保護をどういうふうに位置付けるのか、この担保権がいろいろな意

味で便利になるということになりますと、給与債権者に対するしわ寄せというのが来る可

能性があるので、この部会の担保権の強化の中でその問題も一定程度は考えなければいけ

ないのではないかというのは、ずっと御指摘いただいている点でありますし、重要な点で

あろうと思います。ありがとうございました。 

  まだ御意見もあろうかと思いますが、今のような形で、取り分け３の時期のところは考

えなければいけませんし、中止命令等の諸命令の関係につきましては、次の４の問題とも

実は関係してまいりまして、どういうふうな形でどういうふうな内容でどういうふうな効

果が生じるような命令を出していくのか、命令を求めていくのかということと関係してま

いりますので、次に移らせていただいてよろしゅうございますでしょうか。 

  それでは、第２の「４ 担保権者の利益を保護するための手段」というのと、「５ 審

尋の要否」というところについて議論を行いたいと思います。事務当局におかれましては、

部会資料の説明をお願いいたします。 

○淺野関係官 まず、８ページの「４ 担保権者の利益を保護するための手段」について御

説明いたします。動産や債権は価値の変動が著しいという特性があるため、担保権の実行

が遅れた場合、その減価が進むおそれがあります。また、構成部分の変動する集合動産や

集合債権を目的とする担保については、新たに加入する動産や新たに発生する債権の多寡

により担保権の目的財産の価値が減少するリスクがあります。このような観点から、本文

では、中止命令等を担保権者に不当な損害を及ぼさないために必要な要件を付して発する

ことができるとすることを提案しております。 

  まず、【案17.2.4.1】は、担保目的物の価値の減少のリスクは、いわゆる構成部分の変

動する集合動産や集合債権を目的とする担保において大きいということを踏まえ、それら

に対象を限定しております。それに対して、【案17.2.4.2】は、それ以外の担保目的物に

関しても担保目的財産の減価のリスクがあることを踏まえ、対象を限定することなく、広

く中止命令等について条件を付して発することができるとすることを提案するものでござ

います。 

  次に、１０ページの「５ 審尋の要否」について御説明いたします。民事再生法第３１

条第２項は、中止命令を発令する場合は担保権者の意見を聴かなければならないと定めて

おります。しかし、新たな規定に係る担保権の私的実行は短期間で終了することもあるこ

とから、発令前に審尋を行うと、中止命令等の申立てがあったことを知った担保権者が実

行手続を急ぐことにより、発令前に実行手続が終了するおそれがあります。 

  そこで、本文は、新たな規定に係る担保権の私的実行については、中止命令等を発令す

るに当たって事前に担保権者の意見を聴取する必要はないものとし、ただし、事前に担保

権者の意見を聴取しなかった場合には、発令後に遅滞なくその意見を聴かなければならな

いとしております。これは一読の際の御提案と同様です。 

○道垣内部会長 ありがとうございます。 

  それでは、この点につきまして御意見を伺えればと思います。どなたからでも結構です

ので、よろしくお願いいたします。 

○藤澤幹事 ありがとうございます。立教大学の藤澤です。資料の【案17.2.4.1】と【案

17.2.4.2】との比較についてなのですけれども、一般的に動産債権は価値の変動が著しい
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ですとか減価のおそれがあるということについて、特に異論があるわけではないのですけ

れども、そのことと、つまり減価の可能性があるということと、それと、それが集合物で

あるかということは切り離して考えられるのではないかと考えております。例えば、個別

物について担保を付けた場合であっても、それが減価しやすいものであるということはあ

るかもしれません。そこで、この二つの問題を切り離して考えて、一般的に担保権者に不

当な損害を及ぼさない必要な条件を付す必要があるというふうにした方がよいのではない

かと考えておりまして、その観点からしますと、【案17.2.4.2】の方を支持したいと考え

ました。 

○道垣内部会長 ありがとうございます。淺野さん、何かありますか。笹井さんでもいいの

だけれども。これは、民事再生法第３１条の不当な損害を及ぼすおそれがないものと認め

るという要件があった上での、特別のプラスアルファのルールとして書かれているという

ことなのですか、それとも、これだけが基本ということなのですか。 

○笹井幹事 不当な損害を及ぼすおそれがないという要件は、それはそれとして係っている

という理解です。 

○道垣内部会長 ということですよね。【案17.2.4.1】というのは、集合物の特殊性に鑑み

てプラスアルファのことを書こうとしているのだけれども、だから、全てのものについて

そういう損害が生じるおそれがあるよねというときに【案17.2.4.2】になるというふうな

必然性があるわけではないように思ったのですが、僕が藤澤さんの意見を誤解しているよ

うな気がするので、その辺を踏まえてもう少し補足していただけますか。 

○藤澤幹事 ありがとうございます。といいますのも、つまり、集合物として特定している

ような動産であっても、例えば、新聞で見たことがあるのは、ワインの在庫とかそういっ

たものですと、それ自体、物自体が動かなければ、減価してしまうということはほとんど

ないのではないかと思っております。他方で、輸入商品などについては、個別物として把

握しているというお話をこれまで聞いてまいりましたけれども、その輸入したものの中に

は食品であるとか減価しやすいものというようなものもあるかと思います。ですので、そ

れが特定の仕方によって保護の程度が変わってくるというのではなくて、物の性質に着目

した上で保護を決めていくということにすればよろしいのではないかと考えました。 

○道垣内部会長 すみません、よく分かりました。つまり、流動性というものだけを取り出

すことに十分な理由があるわけではないのではないかということで、【案17.2.4.1】とい

うのに違和感があるというお話ですね。よく分かりました。申し訳ありません。 

  ４及び５について、ほかに何か御意見はございませんでしょうか。 

○松下委員 松下です。ありがとうございます。５については、これも現在、非典型担保に

対する中止命令を解釈論でやっている実務ではこのような運用をしていると承知しており

ますし、それは合理性のあることだと思いますので、こういう御提案でいいのかと思いま

す。 

  相当細かい点なのですけれども、発令の後、遅滞なく担保権者の意見を聴くとなってい

るのですが、これが遅滞なくでいいのか、速やかに、直ちにという即時性を入れた方がい

いのか、そこいら辺りは少し、実際には余り変わってこないのかもしれませんけれども、

規定の意味は大分違うのではないかと思うので、御検討いただければと思います。 

○道垣内部会長 ありがとうございます。その辺は考えていただくことにいたしまして、阪
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口さん、お願いいたします。 

○阪口幹事 阪口です。私も５番のところです。新たな規定に係る担保権の私的実行に対す

る担保権実行手続中止命令及びとあって、ここに書かれているのは前半部分は私的実行に

限定されているのだと思うのです。それは現在の規定との関係でいうと、法的実行はそれ

は事後でいいではないかというのは、確かに一見するとそうなのですけれども、元々想定

されているのは、恐らく不動産競売のように非常に時間が長いものが現行ではまず、ある

と。他方、動産に対して法的実行をするときは、民事執行規則１１４条ですけれども、差

押えから１週間以上、１か月以内の日というのが競り売りの日ということになっていて、

実務上３週間とかが指定されることが多いのかなとは思っています。ただ、短かったら１

週間というのもあるだろうと思っています。そうすると、法的実行だから時間が長いとい

うことも実は余り動産の場合はいえないと思っていて、少しここは前提部分で、私的実行

に関しては事前でなくてもいいよと限定するのが本当にいいのかどうかということが少し

気にはなっています。 

○道垣内部会長 ありがとうございます。 

  また後でまとめてあれするとしまして、山本さん、お願いいたします。 

○山本委員 ありがとうございます。私は戻って、４のところですけれども、先ほど藤澤さ

んが発言された部分、【案17.2.4.1】か【案17.2.4.2】かというところですが、私自身も

結論的には【案17.2.4.2】の方でいいのかなと思っています。どちらかといえば手続的な

理由ですけれども、不当な損害を及ぼしてはならないという３１条の規律を前提にしたと

きに、何らかの方法あるいは条件を付ければ不当な損害が及ばないのであれば、それによ

って不当な損害がないということになるので、中止命令が発令できるようになるというの

は、必ずしも流動性がある場合に限らず、一般的に妥当な法理なのではないかと思ってい

ます。解釈論でも今の３１条で、あるいはできるのかもしれないと思っているところであ

りまして、そういう意味では一種の質的な一部認容といいますか、そういうようなところ

がある話なので、必ずしも対象を限定する必要はないのではないかと思っているところで

す。 

  それから、もう１点、１０ページの（２）のいわゆる賠償請求権の共益債権化のところ

でのお話です。これは結論的には提案はされていないということであるわけですけれども、

私自身はこれは理論的には十分検討に値すると考えておりまして、前にもしゃべったかも

しれませんけれども、この一番最後に部会の審議の中身として、減価した場合に減価分は

一般債権者の利益となっていないにもかかわらず、共益債権化すると一般債権者の取り分

が減少するという批判が述べられていますけれども、私はこの意見は余り賛成できなくて、

つまり、中止命令が出されているということは、それは債権者一般の利益に適合している

と裁判所が認定して出しているわけですね、そういう要件になっています。そうだとすれ

ば、やはりそれは債権者一般の利益のためにこの中止命令が発令されていて、しかし他方

で担保権者は結果としてそれによって減価して取り分が減少しているということになるわ

けなので、一般債権者がやはり担保権者の減価分を補う、填補すべきであるという話は十

分成立するのではないかと、それが、要するに一般債権者の取り分を減らして担保権者の

損害分を填補しようというのが共益債権化という話だと思いますので、それは十分理屈と

してはあり得る話かなとは思っています。 
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  ただ、上の方に書かれてあるように、実質的にそういう請求権みたいなものを新たに立

てるのか、この場合にだけ立てるのかということは、倒産法上は相当大きな問題であるこ

とは確かであると思っています。そういう意味では、先ほどの前段の問題とは私は少し違

うと思っていまして、そういう意味では、これをこの担保法制部会という場で結論を出す

ということには、私自身は結論的にはどちらかというと賛成なのですが、やや慎重である

べきではないかと思っておりまして、倒産法の抜本改正の機会があるのかどうか分かりま

せんけれども、もう少しそういう倒産全体のことを考える場で最終的に結論を出した方が

いいのかなという個人的な印象は持っているということです。 

○道垣内部会長 ありがとうございました。 

○松下委員 松下です。今、山本和彦委員から言及のあった、資料１０ページの（２）の損

害賠償請求権を共益債権とするという点についてです。今、山本委員からは実質論として

も理論的にも、共益債権とすることは考えられるのではないかという御指摘があり、それ

自体はそうかなと思ったのですけれども、しかし、中止命令は多くの場合、多分、再生手

続の開始決定の前に発令されることになるのではないかと、そうすると、中止命令が損害

賠償請求権の原因だとすると、開始前の原因に基づく請求権を共益債権とするという、再

生手続の構造としてはやや異例なことを認めることになるという理論的な問題があるよう

な気がしますので、その点も含めて御検討いただきたいと思います。 

○道垣内部会長 ありがとうございます。 

  ほかに何かございますでしょうか。 

  【案17.2.4.2】の支持が何人かから出ましたけれども、具体的にどういった条件を付す

るということが考えられるのかということになったときには、【案17.2.4.1】の例が出て

くるのかもしれませんけれども、しかし、そうだからといって【案17.2.4.1】のようなシ

チュエーションに縛る必要はないであろうということなのだろうと思います。大体そうい

う御意見かと思いますが、ほかに何か、よろしゅうございますでしょうか。 

  それでは、先に進んで恐縮でございますけれども、第２の６というので、中止命令が発

令された場合の第三債務者の保護というのと、７、担保権実行手続取消命令というものに

ついて議論を行いたいと思います。事務当局において部会資料の説明をお願いいたします。 

○淺野関係官 それでは、まず、１１ページの「６ 担保権実行手続中止命令等が発令され

た場合の第三債務者の保護」について御説明いたします。債権を目的とする担保権の担保

権者が債務者対抗要件を具備し、又は取立権限の付与を解除することにより、一旦は目的

債権を直接取り立てることができるようになった場合でも、その後に中止命令が発令され

ますと担保権者は取立てをすることができなくなります。その一方で、第三債務者は担保

権者に弁済すべきであると認識しているのが通常であると思われることから、このような

場合に第三債務者をどのように保護するかが問題となります。この点については、第三債

務者の担保権者に対する弁済は無効であるとした上で、受領権者としての外観を有する者

に対する弁済として保護されるという考え方があり得ますが、そもそも中止命令は第三債

務者に対して弁済を禁止する効力を有するものではないという御指摘もあるところです。 

  本文では、まず、第三債務者の保護の観点から、第三債務者が担保権者に弁済すること

は妨げられないという考え方を【案17.2.6.1】として御提案をしております。もっともこ

の考え方を採ると、中止命令等の効果が減殺されることとなります。そこで、第三債務者
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が中止命令等の発令を知っていたときは、担保権者に対する債務消滅行為を設定者に対抗

することができないとすることが考えられまして、これを【案17.2.6.2】として御提案し

ております。また、中止命令等の趣旨を貫徹する観点からは、第三債務者は、その主観的

事情にかかわらず債務消滅行為の効力を設定者に対抗することはできないとすることも考

えられます。この場合、第三債務者が中止命令等の発令を知ることができないと不利益が

大きいことから、再生裁判所が第三債務者に対して中止命令等が発令された旨を通知する

ことが考えられ、以上を【案17.2.6.3】として御提案しております。以上のうち【案

17.2.6.2】及び【案17.2.6.3】を採ると、第三債務者が担保権者に対して弁済をして、債

務を免れることができない場合が生じます。第三債務者が弁済により債務を免れる利益を

確保するために、これらの場合については第三債務者に供託することを認める規定を設け

ることが考えられるところです。 

  次に、１４ページの「７ 担保権実行手続取消命令」について御説明いたします。新た

な規定に係る担保権のうち集合動産を目的とするものが設定されている場合、設定者は実

行開始通知により集合物の構成部分であった動産の処分権限を失うこととなります。その

後に中止命令が発令された場合、設定者の処分権限が回復するわけではないと考えられま

す。また、新たな規定に係る担保権のうち債権を目的とする担保権について、設定者に取

立権限が与えられている場合に、一旦設定者の取立権限が喪失させられた後に中止命令が

発令された場合、失われた取立権限が回復するわけではないという考え方があります。 

  以上のような場合、設定者の事業の継続が事実上困難になり、別除権協定締結までの時

間的猶予を与えるという中止命令の趣旨が達成できない可能性があることから、本文では、

設定者の処分権限や取立権限の消滅などを取り消す取消命令の制度を設けるかどうかを問

題提起しています。このような制度を設ける場合、中止命令と同様に、再生債権者の一般

の利益に適合することや担保権者に不当な損害を及ぼすおそれがないことを要件とするこ

とが考えられますが、担保権者に損害を与える程度がより大きいと考えれば、要件を厳格

にすることも考えられます。 

  また、債権譲渡担保について取消命令が発令された場合には、第三債務者による弁済の

受領権限も問題となります。取消命令が取立権限の付与の解除を取り消すものであると考

えれば、設定者は第三債務者から弁済を受領することができる一方で、担保権者は弁済を

受領することはできないという考え方があり得ます。しかし、そうすると担保権者に弁済

を受領することができると信じた第三債務者が害されるという問題が発生するため、先ほ

どの６の【案17.2.6.2】や【案17.2.6.3】のような仕組みを設けるかどうかが問題となり

ます。 

  以上について御議論いただければと思います。 

○道垣内部会長 ありがとうございました。 

  それでは、この点につきまして、どなたからでも結構でございますので、御意見を伺え

ればと思います。 

○山崎委員 ありがとうございます。山崎です。６のところについて意見を述べさせていた

だきます。 

  担保の設定に関与していない第三債務者が二重払いのリスクを負うのは妥当ではないの

で、保護が必要であると考えます。一方で【案17.2.6.1】を採用した場合、中止命令が発
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令されているにもかかわらず、その効果が一定程度減殺されてしまうのは設定者にとって

不利になると思われます。今回の部会資料の内容について幾つかの事業者にヒアリングを

行ったところ、取引の種類によっては担保権者、第三債務者のいずれの立場にもなり得る

とのことであり、【案17.2.6.2】を支持する意見が多かったです。その上で、発令の事実

を知らなかったことの証明は難しいため、第三債務者に対して確実に発令の事実が通知さ

れるような制度設計を望む意見がありました。 

○道垣内部会長 ありがとうございました。 

  ほかに何か御意見はございませんでしょうか。 

○松下委員 松下です。まず、１１ページの６ですが、結論としては【案17.2.6.2】という

案を支持したいと思います。確かに中止命令の名宛て人は担保権者であって、第三債務者

ではないわけですけれども、【案17.2.6.1】だと実効性を欠いてしまうと。資料の１２ペ

ージの１０行目にあるとおり、名宛て人はともかくとして、実効性を確保するためには、

中止命令について悪意のもののときには保護しないというのも一つの解釈論というか、民

事再生法３０条６項で採られている価値判断だと同じだと思いますので、そういう理由で

【案17.2.6.2】を支持するという次第です。実際には設定者である再生債務者が第三債務

者に連絡をするインセンティブを持っていると思いますので、それを利用するということ

になるのではないかと思います。それをもっと強力にしたければ、【案17.2.6.3】で通知

ということも考えられるのですけれども、ただ、通知というと方法は多分いろいろな方法

があり得て、漏れたときにどうなるのかとか、あるいは裁判所の負担とかいう問題を考え

る必要があるのかなという気がして、少し【案17.2.6.3】まで行くのはためらわれるとこ

ろです。 

  それから、資料１４ページ、７の取消命令の話ですけれども、これを３１条の筋で考え

ていくと、こういう御提案になるのかなと思うのですが、民事再生法の２６条３項の他の

手続の取消命令というのも参考になるのかなと思って、発言をさせていただく次第です。

２６条３項というのは、再生債権に基づく強制執行等を中止した後、しかし、事業の継続

のために特に必要があると認めるときは、中止した処分の取消しも命ずることができると

いう規定です。これは、中止だけだと在庫商品や売掛債権に対する強制執行が止まるだけ

で、それらを使ったり取り立てたりすることができるようになるわけではないので、そう

いう意味で現状維持だけなので、事業再生には資さないということで、所定の要件の下に

取り消せるという規定になっているわけです。確かにここで議論しているのは担保権の実

行ですし、２６条３項が規定してるのは強制執行なので、違うものではあるのですが、し

かし、強制的な権利の実現手続であるという点では共通しているのかなと思いますので、

３１条の筋から考えていくのでいいのですけれども、２６条３項も参酌してよいのかなと

思います。 

  今少し言い掛けましたけれども、２６条３項は、差押え債権者の保護のために、事業の

継続のために特に必要があるという要件と、それから、必要的に担保を立てるということ

を要求しています。ですから、資料の１４ページの７（１）あるいは（２）で墨付き括弧

になっているような中身はとは別に、２６条３項の要件を参酌するということも十分考え

られるように思います。 

○道垣内部会長 ありがとうございます。 
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○大西委員 今、松下先生がおっしゃられたことと同じになってしまうのですが、６につい

ては【案17.2.6.2】が妥当なのかなと思います。まず、第三債務者を保護するという趣旨

からすると、【案17.2.6.1】というのは難しいのかなと。【案17.2.6.2】を採った場合、

これは悪意の場合は対抗することができないということなので、実務上、多分、管財人が、

中止命令が出たらすぐ第三債務者に通知をして、払わないようにという形でやると思いま

すので、そういう意味でこれが妥当なのかなと思います。一方で、【案17.2.6.3】を採る

と、ここを見ると、担保実行の通知が来た後、中止命令が出て、その後、通知ということ

なのですが、通知実行後、その通知が来るまでの間に第三債務者が払った場合は保護され

ないというふうになると思いますので、それは第三債務者にとって酷ではないのかと思い

ますので、【案17.2.6.2】がよろしいのかなと思います。 

○道垣内部会長 ありがとうございます。 

○山本委員 ありがとうございます。私も今までの皆さんと基本的には同じ意見で、余り言

うことはないのですが、簡潔にしますと、６については、やはり【案17.2.6.2】がよいの

ではないかと思います。【案17.2.6.3】は、私が前回、あるいはひょっとしたらこういう

考え方についても言及したのかもしれないとは思いますが、こうやって字にして見てみる

と、やはり少し中途半端というか、もしこれで行くのだとすれば、もう第三債務者も名宛

て人にして第三債務者に対して命令を送達するというところまで行けば、徹底するような

気がするのですけれども、この案は、やはり第三債務者は名宛て人とはせずに、ただ、サ

ービスとして一種、通知をするというような構想の制度になっているということで、これ

で第三債務者に対して効力を及ぼしていくということはなかなか難しいのかなと思ってい

て、１３ページの（注２１）に中野、下村で引用されている、破産手続開始決定により強

制執行が停止された場合とは、やはり少し違うのかなと思っています。 

  【案17.2.6.1】と【案17.2.6.2】の対象については、今皆さんがおっしゃったとおりで、

さすがに第三債務者が悪意のときにまでそれを保護する必要性というのはないだろうと思

いますので、先ほど来申し上げたように、実務上は実際上、第三債務者の悪意にするよう

な形で設定者が動くということだと思いますので、それで基本的には十分なのかなと思い

ます。 

  それから、７の取消命令も、これは松下さんが言われたことと同じで、私自身もこの取

消命令という制度は元々民事再生法２６条３項とか会社更生法の２４条５項の制度の並び

で基本的にはイメージをしていました。ですから、そういう意味では、この処分権限の付

与の解除というのを裁判所が取り消すというのは、あたかも通常の強制執行等の場合の差

押えを裁判所が取り消す、恐らく、松下さんが言われたように、この取消命令を採る一つ

の大きなメリットは、差押えを取り消して再生債務者ないし管財人の処分権限を回復する

という点にあると思いますので、そういう意味では、これは私的実行の場合でありますけ

れども、実質的に同じ効果を達成しようとするものと理解できるのではないかと思ってお

りますし、１６ページの（４）の要件のところも、基本的には先ほど来、中止命令、禁止

命令、取消命令が並んでいるというふうな御指摘がありましたけれども、基本的には取消

命令というのは中止命令の延長線上というか、中止命令プラスアルファの命令なのではな

いかと、これは先ほどの民事再生法２６条などはそういう位置付けをしていると思います

が、そういうふうに理解をしています。したがって、中止命令の要件、債権者一般の利益
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の適合とか、不当な損害を及ぼすおそれがないとかということは当然、かぶっているとい

うことを前提に、プラスアルファで事業の継続のために特に必要があるときという要件が、

取り消す場合には別途付される、それから担保の提供というのがあるというイメージで、

私自身は基本的には捉えておりました。 

○道垣内部会長 ありがとうございます。 

○井上委員 井上です。ありがとうございます。今の取消命令のところで、お話を伺ってお

りますと、確かに３１条のほかに２６条３項というのが参考になるということを理解した

のですけれども、それによって要件が中止命令あるいは禁止命令と変わってくるのか、よ

り取消しというのは厳格化すべきではないかというサブスタンスのといいますか、中身の

問題でいうと、厳格化する必要は特にないのではないかという印象は持っております。 

  確かに言葉といいますか用語の問題としては、取消しというのは強い効果を持つように

思われるのですけれども、それが一方的に担保権者にとって酷な効果として強いかという

と、そういうわけでもなくて、先ほども申し上げましたけれども、流動性がある目的物を

担保に取った場合でいいますと、中止命令が出たにとどまるときは、集合動産でいえば処

分権限が失われた状態が続いてしまうと同時に新規に加入する動産についても及ばない状

態が続くと理解をしているのですが、そうだとするとある意味、設定者もせっかく中止し

たのに事業には使えない反面、担保権者もそこから先には進めないという状況にとどまる

ところ、取消命令というのを使った場合には流動性が回復するという効果が想定されてい

るのではないかと思いますので、そうすると、設定者は事業に使うために、例えば在庫を

処分できるというようなことが得られる一方で、担保権者からしても新規加入物に及ぶ状

態が続くと、そういう状況が回復するという効果が得られるのであれば、それほど、効果

としては中止よりも強い巻き戻しという効果ですが、どちらかに酷という意味では、担保

権者にとっても悪い話ではないので、そういう意味では、流動性が非常に重要な資産につ

いては実務的には、実行着手前であれば、先ほど申し上げたように禁止命令を申し立て、

着手している場合、あるいは着手しているかどうかが微妙な場合は、もうこれは取消命令

と禁止命令を同時に申し立てる、あるいは場合によってはもう全部、中止命令も含めて申

し立てるということになるように思いまして、ある意味、割と一連のもの、それほど大き

く区別されずに利用されることもあり得ると考えると、取消命令についてもほぼ似たよう

なといいますか、取り分け厳格な要件を設けずに認めていくということも考えられるので

はないかと思いました。 

○道垣内部会長 ありがとうございました。 

  私からも１点、事務局に質問があるとともに、１点は別の方に質問があるのですが、６

の大前提なのですけれども、第三債務者が担保権者に払ったとしますよね、こういういろ

いろな、オーケーになったり、あるいは善意だったりして。これは担保権者は受け取った

ものを自分のものにすることができるのですか。というのは、全部禁止した上で民法４７

８条によって処理されるとする見解もあるというふうなことは、民法４７８条というのは、

払った相手方には本来、受領権限がないというのが前提の条文ですよね。そうすると、そ

れを受け取ったら、管財人なら管財人に返さなければいけないのではないかと思って、そ

して、かつ、そのときにそれは被担保債権を持っているのだから相殺できるのではないの

という話が出てくるのですけれども、それは本当にそうなのかと。受領権者が管財人だと
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したときに、倒産債務者に対する債権を基に相殺できるのかなというのが若干気になると

ころで、【案17.2.6.1】から【案17.2.6.3】までのいずれを採ったとしても、受け取った

ときにどうするのかということについて検討しておく必要があるのではないかと。受け取

って、かつ相殺もできないとするならば、実は【案17.2.6.1】を採っても場合によっては

大丈夫なのかもしれないという気もするというのが第１点の、これは事務局に質問なので

すが。 

  ２点目は、誰に聞けばいいか、大澤さんだったか、教えていただければ有り難いのです

けれども、先ほどの議論のときに、中止命令、取消命令、禁止命令というのがあって、実

務的にはそれを並行的に申し立てたりいろいろしてうまくやっていくと。それはそのとお

りで、それは腕の見せ所なのかもしれませんけれども、裁判所はそのときどういうふうな

態度をとるのですかというのが僕の質問で、それぞれの要件が複雑だと命令を出すのに時

間が掛かるような気がするのです。裁判所って、三つ仮にいろいろな申立てがあったとき

に、要件が満ちていることが分かったものから順番に出してくれるのですか、それとも、

丁寧にいろいろ見ながら、最終結論が出て初めて、それならこれを二つ出しましょうかと

か、そういうような話になるのか、そこら辺がよく分からなくて、山本さんでしたっけ、

どなたでしたっけ、井上さんか、取消命令の要件をきつくする必要もないのではないかみ

たいな話が先ほどどなたかから出ていましたけれども、それとの関連で、本当に並行して

申し立てていくというのはうまくいくのですかと、それで支障はないのでしょうかという

のは少し実務的に気になるところで、教えていただければと思います。 

  すみません。ちょうど今、手が挙がっていない瞬間がありましたものですから発言をし

まして、申し訳ございませんが、前半、事務局から教えていただきたい。では、まず大澤

さんからお願いします。 

○大澤委員 すみません、事務局に先んじて。それほど経験が多いわけではございませんが、

正に井上先生がおっしゃられましたとおり、要件との絡みで申し上げると、確かに要件が

異なってくる場合、裁判官は当然のことながら、それはどれに当たるのですかという話に

なってくるようには思います。ただ、取消命令は今度、新たな考え方だと思うのですけれ

ども、実務家の方で取消命令の使い方を考えたときに、正に井上先生がおっしゃいました

ように、どれもそれほど要件が変わらないような形で申立てができるべきものではないか

というような話もございまして、そうすれば裁判所においても混乱することはないのでは

ないかと。申し立てた直後等に、やはりこの中止命令は要らないとか、取消命令までは不

要だとかいう話になってくるかもしれませんけれども、いずれにしても要件を同じような

形で整えられているというのが実務家的には非常に親和性を感じておりまして、だからこ

そセットでお話ができるのかなと思った次第です。お答えになっているかどうか分かりま

せんが、そういった考え方で、先ほど、組み合わせたりというようなことを申し上げた次

第です。 

○道垣内部会長 十分にお答えを頂いているので、正にその点を考えて、要件の包摂制とい

いますか、全部一緒にするというのも一つでしょうし、どれがどれを包摂したような要件

にするのかということを考えていかなければならないと思いましたので、少し確認をさせ

ていただきました。 

  前半の部分について、事務局から教えていただけませんでしょうか。 
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○笹井幹事 そこは大変、荷の重い問題で、むしろ手続法なりの先生に教えていただきたい

ところではあるのですけれども、普通に考えますと、この第三者債務者の保護が問題にな

ってくるということは、元々設定者に取立権限、それから取り立てた資金の利用権限が留

保されているという状態で、その後、被担保債権について債務不履行があったために担保

権者側にその取立権限であるとか資金の利用権限が移ったと、その後に中止命令が発令さ

れたという場面で、第三債務者をどういうふうに保護するかという問題が出てくるのだと

思います。先ほど来問題になっておりますように、７の取消命令があればともかく、中止

命令だけが発令されたという場面では、この取立権限ですとか、それから、その資金の利

用権限というものが担保権者側にもう移っており、既に発生したその効果自体を覆すこと

はできないとされており、そうだとすると、目的債権の取立権限や資金の利用権限自体が

設定者にはもう残されていないということになりますので、それを担保権者側から設定者

に対して返さないといけないということにはならないのではないかと思っていたところで

す。 

  担保権者と設定者との関係でいうと、そういうふうになるのではないかと思っていまし

て、ただ、中止命令によって担保権者の取立てが禁止されることの効果として、第三債務

者との関係で、積極的に取り立てるということが禁じられるという効果が発生するのだと

思うのですけれども、例えば、振り込まれたものを受動的に受け取ることによって目的債

権の消滅という効果が発生することまで、その中止命令によって阻止されるのかというの

は、中止命令の効果をどういうふうに考えるのかということによってくるのかと思います。 

  取立権限が本来的にはもう担保権者側の方にだけあって、設定者の方にはないのだとい

うことからすると、むしろ【案17.2.6.1】につながりやすいのではないかと思っていたの

ですけれども、ただ、今の学説には、民法第４７８条を問題にしているものもございまし

て、そうだとすると、担保権者に支払うことによって目的債権を消滅させるということも

中止命令の効果として阻まれるというふうな理解がされているのかなと思っていたのです

けれども、そこはまだ私どもとして十分に整理がされているところではございませんので、

もし何か誤り等がございましたら、手続法の先生方に教えていただければと思っておりま

す。 

○道垣内部会長 どうもありがとうございました。そうですね、第三債務者、供託するとい

うこと自体で、担保権者が受領権限を持たないからといって設定者に受領権限があるとい

うことをそれは意味していないと、それもないということを意味しているからこそ供託に

なるのだということなのかなと思いましたが、少し４７８条論というものとの関係で気に

なりましたものですから、発言を致しました。大変失礼いたしました。 

○片山委員 慶應義塾大学の片山でございます。２点ほどございまして、まずは、もう随分

議論が積み重なってきましたので、改めて私の方から申し上げることではないのかもしれ

ませんが、中止、それから禁止、この取消しというのは、やはり一つのセットで考えてい

かなければいけないのかなと思っております。 

  その一つが、やはりこの取消命令のところというのは、債権に関して言いますと、そも

そも担保権者に取立権限はあるのだけれども、一旦設定者に取立権限を付与した、それを

解除したというときに初めて取消しという話が出てくるのだということで、そもそも質権

のように、担保権者にしか取立権限がない場合とか、あるいは、また累積型というと怒ら
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れるかもしれませんが、累積型で譲渡担保権者だけが最初からずっと取立権限を持ってい

るという場合は、一切もう取消しという問題は出てこなくて、中止命令あるいは禁止命令

の問題だけになるということであるとしたならば、その境に要件面等でそれほど差があっ

てはいけないのかなとは思いますので、その三つの命令を同じような要件で、余り差がな

いような取扱いをしていく必要があるのかなと思ったのが第１点でございます。 

  それからもう一つは、６のところが、私も倒産法のことはよく分かりませんが、【案

17.2.6.2】と【案17.2.6.3】ということで、【案17.2.6.2】の方が多数の御意見というこ

とだったということなのでしょうけれども、知っていたかどうかという話が個別に全部判

断されるということになると、何千人、何万人という第三債務者についていちいち知って

いるか、知らないかという話をしなければいけないということが手続に耐えられるのかな

というような気は若干しておりまして、もう民事再生まで手続が行っているわけですから、

そういった段階では第三債務者に画一的に協力の要請をするということであってもいいの

かなという気はしておりまして、通知をすることがどれほど大変なのかということが分か

りかねますけれども、簡単に通知ができるということであれば、通知によって画一的な処

理ができれば、それに越したことはないのかなというのが私の印象でございます。 

  以上２点でございます。よろしくお願いいたします。 

○道垣内部会長 ありがとうございました。 

○大西委員 私は先ほど６の発言をして、７についてなのですが、これは文言との関係で、

取消命令は認めるべきだとして、競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないと、この

要件なのですが、これは例えば食品もそうですし、季節物のアパレルの在庫もそうですが、

不当な損害のおそれのものがないかどうかというのが結構微妙なのかなという、そういう

商品も結構あるかと思うのです。先ほどの中止命令との要件ですと、不当な損害を及ぼさ

ないことを条件にしてというようなことなので、先ほど三つの手続を同じ要件にしてもい

いのではないかというお話もあったのですが、要は、減価は多分するのだと思うのですね、

少なくとも食品とか季節物のアパレル、でも、やはり代替担保を入れるとか、そういうこ

とによって損害を及ぼさないと、そういうことが考えられるので、不当な損害を及ぼさな

いような措置を採った場合とか、何かそういう、単純におそれがないという要件だとどう

なのかなと思った次第です。 

  それから、少しそれに関連して、４についてコメントしてもいいですか。少し遡ってし

まって大変恐縮なのですが。１０ページの４の２（２）のところで、共益債権になるかと

いうことで、これも不当な損害が生じた場合にどうかということの議論なのですが、まず

一つは、ここにある減価分が、要するに、在庫の商品が減価すればそれは確かにその分マ

イナスで、担保権者に不利益があると思うのです。ただ、だから一般債権者の利益になっ

ていないということではなくて、それはそれで在庫として持って商売ができるわけですか

ら、減価はしても一般債権者の利益にはなる状態というのはあるのかなと。それから、も

う一つは、ここは結果的には共益債権を提案していないということなのですが、やるとす

れば共益債権というよりは、やはり代替担保ですね、要は、ここで何か回収するような共

益債権というよりは、これの、もし損害があった場合は、代替担保の提供義務を負わせる

と、このようなスキームだったらあり得るのかなと思った次第です。 

○道垣内部会長 ありがとうございます。 
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○井上委員 井上です。先ほど議論されていた６についてなのですけれども、先ほど来の議

論というのは、【案17.2.6.1】なのか、【案17.2.6.2】なのか、【案17.2.6.3】なのか、

いずれも中止命令を想定した議論になっているように受け取っておりまして、この提案に

は、ただ、禁止命令も同じように併記されているのですが、禁止命令というのが実行着手

前に出されるものだとすると、同じように考えるべきなのかということなのですが、禁止

命令が出たというのは、言わば何もまだ起こっていない状況ということですよね、そうす

ると、何ら実行が着手されていないときに、その意味では取立権限が元々あるままの状況

で、こういった手当てが本当に必要なのかと、あるいは、取立権限はまだ設定者に残って

いるけれども、それにもかかわらず、第三債務者が担保権者に払うということがどのぐら

い起こるか分からないですが、そういうことが起こったときには、まだ実行着手前であれ

ば、当事者間の契約解釈ですとか合意の読み方によって処理するということが平場では行

われるわけだと思うのですけれども、この倒産手続の申立てに至った段階で、それをあえ

て禁止命令が出たときにも、平場のアレンジと変えて、【案17.2.6.1】なのか【案

17.2.6.2】なのか【案17.2.6.3】なのかはともかく、手当てをするという必要があるかど

うかということについては、これは中止命令とは少し違う問題にもなるのかなと思って、

なお禁止命令の場合にも同じような手当てをすべきだというのはどういう想定なのかとい

うことを伺いたいというのが私の質問です。 

○道垣内部会長 もし想定があれば、お願いします。 

○笹井幹事 柱書に、実行に当たって担保権者が取立権限を取得して、その後にと書いてあ

りますように、御指摘のとおり、６の問題が出てくるのは、取立権限が担保権者の方に移

るというか、担保権者が取立権限を取得した後の話ですので、そういう意味では、禁止命

令がされたために何も起こらなかったという状態の場合にはこの問題は起こらないという

のは、御指摘のとおりだと思います。 

○淺野関係官 今、笹井が申し上げたとおりですけれども、本文に禁止命令という文言を併

記していた理由を念のため申し上げますと、１３ページの２４行目以降のとおり、禁止命

令と中止命令を区別せずに規定を設ける考え方もあることを踏まえたもので、必ずしも担

保権者が取立権限を取得する前に禁止命令が発令された場合を念頭に置いたものではござ

いません。 

○井上委員 ありがとうございます。 

○道垣内部会長 よろしゅうございますか。 

  ほかに何か御意見、御指摘はございますでしょうか。 

○藤澤幹事 ありがとうございます。立教大学の藤澤です。７番のところの不当な損害につ

いてどのように考えるかということについて、少し質問させていただければと思って、手

を挙げました。 

  これまでの議論によりますと、集合物のようなものについて担保権の実行に着手すると、

その後入ってくるものに担保権の効力が及ばなくなるということと、これまであったもの

について債務者の処分権限がなくなるということによって、どの範囲から担保権者が優先

弁済を受けることができるのかということが決まってくると思います。このような効力が

発生しているところで、中止命令があって、その後で取消命令があったというふうになっ

た場合に、担保権者の持っている優先弁済権の範囲が担保権実行に着手した時点のもので
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保護されることになるのか、それとも実行自体なかったというようなことになって、その

後、流動していくものに対して及び続けますという程度のものになるのかというところを

少し伺ってみたいと思いました。 

  つまり、すごく単純な例を出しますと、１個１万円の商品が１００個あるという状態で

実行手続が開始したとします。そこで中止命令があって、この１個１万円というのがどん

どん減価していってしまうとなると、その中止命令のところの適切な保護というか、保護

が発動して、減価していく部分についてカバーしてあげなければいけないよねということ

になるのだと思うのですけれども、取消命令があって、再び流動化しましたといったとき

に、１００個がどんどん減っていく、１個１万円というのは変わらなかったとしても、流

動していく中で１００個が５０個になってしまうとか、そういう可能性が生じることを考

えて、その場合には、例えば、取消命令はできませんとなるのかとか、その減った部分に

ついては何らかの形で損害賠償とかでカバーしてあげますとなるのか、どの辺りの水準を

念頭に置いて不当な損害というのを議論しているのかというのを教えていただければと思

いました。よろしくお願いいたします。 

○道垣内部会長 何かありますか。まず私が一言言うと、どこを基準にしてというのですが、

損害と書いてあったらそういう質問は簡単に成り立つのですよ。不当なと書いてあるのだ

から、実は基準時だけの問題ではなくて、不当性というのが要件になっているということ

は、まずは前提として指摘をしなければいけないのではないかと思うのですけれども、す

みません、事務局からお願いいたします。 

○笹井幹事 中止命令によって担保権者に損害が発生し得るという問題については４でも御

議論いただいたところです。４については、まだ７が出てきていなかったので、中止命令

と禁止命令だけを問題にしているのですけれども、仮に７を実際に具体的に設計していく

ということになりますと、やはり同様の問題といいますか、取消命令が発令されることに

よって流動性が回復して、その流動することの結果として構成部分が減っていくというこ

ともあり得ますので、そこは４のような条件、例えば個数で考えていくのか、そこは具体

的な発令に当たっての判断になると思いますけれども、そういったもので損害の発生をカ

バーするということが考えられるのではないかと思います。 

  そのときに、時点的な問題として、取消命令が発令された時点のことを問題にするのか、

あるいは固定化した時点の、そのときに把握していた価値というのを前提にするのかとい

う御指摘、そこが御質問の中心だったでしょうか。 

○藤澤幹事 はい。質問の方を補足させていただきます。つまり、取消命令の効果として、

再び物が流動するようになって、その流動する物に対して従来どおり担保権の効力が及び

続けるということであれば不当な損害なしと考えるのか、それとも、実行の時点であると

か何らかの時点で担保権者がこれくらいの価値を把握していたのだということを認定した

上で、そこから減ってしまうとすればそれが損害であると考えるのかとか、そのことを少

し伺いたいと思いました。 

○笹井幹事 それは後者で、やはり流動することによって元々把握していたものの価値が減

っていくということはあり得ると思いますので、そこの担保権者の保護というのは図られ

る必要があると思います。その具体的な方法としては、４番のような条件を設定した上で

発令するということが考えられるのではないかと思います。 



 - 26 -

○道垣内部会長 よろしゅうございますか。 

○山本委員 ありがとうございます。先ほど来、部会長の先ほどの疑問をずっと考えている

のですが、私自身もまだ必ずしも整理ができていないところがあります。最初の方におっ

しゃられた疑問ですけれども、担保権者がこの中止命令、禁止命令等にかかわらず取り立

ててしまったときに、担保権者が再生債務者等にそれを返還する義務があるのかどうかと

いう問題で、笹井さんの答えは、再生債務者等も受領権限というか取立権限はない、中止

命令が出ているだけなので、担保権者の取立権限というもの自体は維持されているという

か、債務者から取立権限が奪われているという事態は維持されているので、債務者に返す

必要はないという趣旨の整理だったのではないかと思いますけれども、それは確かにそう

いう、債務者は確かにそれを取り戻す権限はないけれども、担保権者が中止命令に反して

取り立ててしまったと、やってしまったということはあると、しかし第三債務者が弁済し

たのは有効となっているという状態なので、一種、浮いたお金になってしまっているとい

うところをどう考えるのかということがなかなか難問で、私自身、必ずしも整理はできて

いません。 

  さらに、今度は取消命令との関係で、１７ページの７行目辺りから、この取消命令が出

ているにもかかわらず担保権者が弁済を受領してしまったらどうなるのかという問題設定

がされていて、やはり先ほどの【案17.2.6.2】とか【案17.2.6.3】のような第三債務者保

護の仕組みが必要ではないかということが議論されています。ただ、このときは取立権限

の取得の効果は取り消されて、逆に債務者が取立権限を持っているということは、この場

合は多分そうなるのだろうと思いますから、この場合はやはり担保権者は再生債務者等に

返さないといけないのではないかという気がしています。その場合に相殺などの問題が、

部会長が提起された問題が生じると思うのですが、相殺は多分、相殺禁止が掛かるのだろ

うと思うのです。開始申立て後にそれを知って、担保権者が取り立てていることは間違い

ないと思いますので、そうすると相殺禁止が掛かるので、そうすると返さないといけない

のかなという感じがしています。 

  それを前提にして、この場合が、中止命令の方は【案17.2.6.2】が有力な意見として主

張されていましたが、こちらも【案17.2.6.2】でいいのか、あるいは【案17.2.6.1】みた

いな話になるのか、少しシチュエーションが違うという印象を持ちまして、全然整理でき

ていないのですけれども、一応、問題点の指摘として発言をさせていただきました。 

○道垣内部会長 ありがとうございました。それほど的外れな感想ではなかったということ

が分かって、私はうれしいです。 

  ほかに何か御意見、今の段階で御指摘はございませんでしょうか。 

○倉部委員 ありがとうございます。倉部です。先ほどの藤澤先生の御質問のことを少し考

えていたのですけれども、取消命令が発令された場合の不当な損害を及ぼすおそれの有無

のところで、どこまでを保護の対象とするのかという範囲のことを藤澤先生はお尋ねにな

ったのかなと思っているのですけれども、取消命令発令時の評価額で考えるのか、それと

も実行時の評価額で考えるのかというところが差し当たり選択肢としてはあり得るのかな

と、既にその辺も御指摘があったところかと思うのですけれども、やはり民事再生法は基

本的には担保権者は別除権者であって、担保権の実行の着手というところで換価権の行使

を一旦はしていると考えると、やはり実行時の評価額までは保護してあげるべきなのかな



 - 27 -

と今、考えているところで、そうすると、そこまでの評価額の補償ができるのかというこ

とを考えた上で、更にこの後は少し質問にもなるのですけれども、７のところでは４のと

ころの必要な条件を付して発令するという文言がないわけですけれども、７も必要な条件

を付するということがあり得るということなのかというのが、これは質問になります。 

  場合によっては、今、７のところだけを拝見すると、不当な損害を及ぼすおそれがない

という場合にだけ取消命令が発令できるということになっていて、そうすると、現行法の

民再でいえば、まだ２のところの段階で止まっていて、ないときには発令ができる、でも、

あるとしてもそれが必要な条件を付することによって補填ができるのであれば、元々は不

当な損害が生ずるおそれはあるのだけれども、必要な条件を付することによって、なお発

令することができるという二段構えになっていたのだと思うのですけれども、取消命令の

ところについてはそこまでは考えずに、不当な損害が生ずるおそれがないという場合にだ

け、必要な条件は特に付することなく取消命令を発令するのか、後半は質問になってしま

ったのですが、その辺りはどのように考えたらいいのかなと。 

  私としては、必要な条件を付すというのが取消命令の場面でもあり得るのかなと、代替

担保の話も先ほど御指摘がございましたし、いろいろな補償の仕方というのはあり得るの

かなと思いますので、４と同じような、必要な条件を付するというのも選択肢としてはあ

り得るのかなと思った次第です。 

○道垣内部会長 ありがとうございます。それでは、事務局から何かございましたら、お願

いいたします。 

○笹井幹事 取消命令のところは確かに条件を付してみたいなところまで、まだ書き込んで

いないのですけれども、まだ取消命令については十分な議論の蓄積もないところもありま

したので、少し概括的なお示しの仕方をしたということで、今後これをやはり必要だと、

しっかり具体化していこうということになった場合には、御指摘のように４のような条件

を付するということによって発令できるということは当然あり得るのだと思います。そう

すると、不当な損害のおそれがない場合はもちろんですし、そのまま発令すれば不当な損

害が発生してしまうかもしれないけれども、一定の条件を付すことによって、それを遵守

することによって、その損害の不当性なり損害自体の発生が回避できるということであれ

ば、そういった条件の下で発令するということもあり得るのではないかと思っております。 

○道垣内部会長 ありがとうございました。 

  ほかに、７までで何かございますでしょうか。 

  難しい問題が幾つか残っているのですが、差し当たって御意見がないといたしますと、

次に第３の倒産手続開始申立特約の効力というところに移っていくのですけれども、開始

から２時間１０分経過しておりますので、ここで少し休憩を取らせていただければと思い

ます。３時５５分まで休憩としたいと思いますので、５５分にお戻りいただければと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 

          （休     憩） 

 

○道垣内部会長 予定した５５分になりましたので、審議を再開したいと思います。 

  それでは、第３の倒産手続開始申立特約について議論を行いたいと思います。事務当局
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において部会資料の説明をお願いいたします。 

○淺野関係官 １７ページの「第３ 倒産手続開始申立特約の効力」について御説明いたし

ます。実務上、所有権留保売買契約等において、設定者に再生手続又は更生手続の開始申

立てがされたことを解除事由とする特約がされることがあり、その効力が問題とされてい

ます。この点に関する昭和５７年判例及びファイナンス・リース契約に関する平成２０年

判例等を踏まえますと、解除条項に限らず、設定者について再生手続又は更生手続の開始

申立てがあった場合に、目的物を債務者の責任財産から逸失させること等により、倒産手

続の中で管財人等がその必要性に応じた対応をする機会を失わせることとなるような特約

については無効である旨を規定することが考えられます。 

  以上を踏まえまして、本文（１）は、設定者についての再生手続開始の申立て又は更生

手続開始の申立てを理由に、新たな規定に係る担保権の目的物を設定者に属しないものと

し、又は属しないものとする権利を担保権者に与える契約条項を無効とすることを提案し

ております。これは、再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てを直接の解除事由

等とする条項を意図したものでして、それらを期限の利益の喪失事由とし、それに伴う債

務不履行解除を行うことを妨げる趣旨ではございません。他方で、このような条項につい

ては、新たな規定に係る担保権の実行手続に関する規定が強行規定であれば、一定の条項

は倒産法の観点から無効とするまでもなく無効であり、本項目との関係で対象とする必要

がないという考え方もあり得るところであり、対象とする条項の表現については更なる検

討が必要と考えております。 

  また、本文（２）は、いわゆる構成部分の変動する集合動産を目的とする担保について、

倒産手続開始申立てがあったことを構成部分である動産の処分権限の喪失事由とする特約

や、複数の債権を目的とする担保について、倒産手続開始申立てがあったことを設定者の

取立権限の喪失事由とする特約を意図したものです。このような特約については、本文

（１）と異なり、判例法理が確立しているわけでもなく、このような特約のみを取り出し

て無効とする明文の規定を設ける必要があるかについて、検討が必要と考えております。 

○道垣内部会長 ありがとうございました。 

  それでは、この点につきまして、どなたからでも結構でございますので、御意見を伺え

ればと思います。よろしくお願いいたします。 

○松下委員 ありがとうございます。松下です。まず、１７ページの第３の本文（２）です

けれども、これは（１）と違って取戻権の発生までは行かないけれども、しかし動産なり

債権なりを設定者の事業継続には使えない状態になるというものかと思います。確かに取

戻権が発生していないという点では（１）とは大きく違うわけですけれども、しかし、事

業の継続に使えないというのは、そういう意味では取戻権の発生と同じような効果を持つ

ので、こういうものについても効力を失わせる規定を設けるのが望ましいと考えます。以

上が１点目です。 

  ２点目は、資料の１８ページの１４行目から１５行目辺りで、設定者について倒産手続

開始の申立て等があった場合と、これは１７ページの本文と違って、等が入っているわけ

ですが、これは同じ１８ページの１行目、２行目にあるように、昭和５１年の判例も、倒

産手続の開始の申立ての原因となるべき事実が発生したことを解除事由とするというもの

だったので、１８ページの１５行目の方では等と入っているのだろうと思います。これら
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の倒産手続の開始に至るまでに必ず経由する、あるいは経由する可能性が高い事実を網羅

的に挙げるというのはなかなか大変ですので、規定としては申立てを解除事由とするもの

は無効だということにしておいて、あとは解釈論ということにせざるを得ないのかなと思

います。以上が２点目です。 

  それから、３点目で、破産手続開始の申立てを解除事由とするものをどう取り扱うかな

のですけれども、これは以前から申し上げていますけれども、資料２０ページの３２行目

にあるとおり、なお解釈に委ねるということをはっきりさせておく必要があろうかと思い

ます。裏返しで言うと、第３の（１）のような本文を設けたからといって破産手続開始の

申立てについて反対解釈をするということではないということをこの資料でも残しておく

必要がありますし、それから、この審議会の議論としてもそういう議論をしたということ

をはっきりさせておくべきだと思います。 

  以上です。ありがとうございました。 

○道垣内部会長 ありがとうございました。 

  ほかに御意見、御質問等はございますでしょうか。 

○大澤委員 弁護士の大澤でございます。まず、倒産手続開始申立特約そのものについて、

今、二つ目ですかね、松下教授からお話のあった点に関連するかと思うのですが、文言と

して、第３の（１）で、設定者についての再生手続開始の申立て又は更生手続の開始の申

立てを理由にということで、申立てを一つの起因として書いてはいただいているのですが、

恐らく実務上は申立以外の理由による、例えば支払不能とか、別のトリガー条項を入れる

ような形で、実質的には倒産手続開始申立特約と同じような狙いをする条文というのも出

てこようかと思います。そういったものは、この条文ができたとしても、解釈論として広

げていくという趣旨であるのかもしれませんが、だからこそ先ほど、等というお話があっ

たのかとも思っておりますが、なお実務的には、条文ができて、その解釈論としてそこま

で及ぼす、あるいは限定するものではないということをお書きいただくのかもしれません

が、そういった、申立てだけと読めてしまうような余地を残す条文というのはやや怖いな

と思ってはおりまして、部会資料２０ページ等にバスケットクローズを置くというような

方法もあり得るというようなことも説明としては書いていただいております。こういった

ものを、ただ、法制度上どう書くのかがよく分からないというところはあるのですが、申

立特約として、こういった特約は無効だと書くに当たって、何らかそういった範囲を解釈

としてきちんとできる余地のある部分のある法制度の文言にしていただければいいなと考

えております。 

○道垣内部会長 ありがとうございます。それは必要なことだろうと思いますが、ほかにこ

の特約についての。 

○日比野委員 ありがとうございます。第３の（２）のところなのですけれども、こちらで

無効とする対象にされている事項が、第２で議論された中止命令ですとか禁止命令とか、

このようなものの対象と重なりがあるとしますと、これを更に強行法規として無効とする

という規律を設けるという必要性まではないような気もいたしまして、債権者の立場とし

ては個別事案ごとに中止命令ないし禁止命令、取消命令で対処していくという方法も考え

られるのではないかと思われるところですので、一応その旨、意見として申し上げたいと

思います。 
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  あと、別の話となりますが、２０ページで、一括清算法についての記載を頂いておりま

す。これは一読で、本多委員がお話ししたところかと思いますが、こちらについては御検

討いただいたことに対して感謝を申し述べるとともに、この一括清算法はそもそも、いわ

ゆるネッティング処理が日本において有効であるということを明確にするという目的もあ

ると思いますので、御提案いただいたように、ネッティングが有効になるということを明

確にしていただきたいと考えております。 

○道垣内部会長 ありがとうございます。最後の最後が私、よく分からなかったのですが、

ネッティングについて有効であるという規定を特に置くべきだというお話でしょうか。 

○日比野委員 そうですね、どの法律にどのような規定を置くのかということについて、私

も最終的に何かこうすべきだという定見があるわけではないのですけれども、２１ページ

の１４行目以下のところで、当初証拠金に規定の効力が及ぶかは明らかでないが、仮に及

び得るとすれば規定の効力が及ばないとすることも考えられると、このような記載のされ

方をしておりましたので、今回の改正が成立したとしても、ネッティングの対象にはなる

のですということを法律上明らかにしていただきたいと考えたという次第です。 

○道垣内部会長 分かりました。どうもすみません。 

  それでは、ほかに何か御意見はございませんでしょうか。 

○山本委員 ありがとうございます。私はこの資料を見て、１９ページの２行目ぐらいから

書かれてあることが非常に興味深く思ったのですが、この担保権実行手続を経ることが強

行規定なのかどうかというところなのですけれども、これについて民法の先生に教えてい

ただきたいのですがけれども、例えば民法３４９条の流質の禁止というのですか、そうい

う規定が明文で置かれているというのは、これは何となく、質権については必ず担保権実

行の手続、所定の手続をとることが強行的に要求されているわけではないけれども、法律

の条文でそれを明らかにしました、みたいな感じにも見えるわけなのですが、一般にこの

担保権実行の手続を経ないとその実行ができないというのが強行規定として理解されてい

るのかどうか。この場合は、私的実行というのがあるから、何か特別に、やはり強行規定

と解されるべきなのかどうかといったような辺りが、必ずしもよく分からないところでし

た。 

  仮にこれが強行規定だとすると、もちろん再生とか更生だけではなくて破産のときもそ

れは駄目だということになるのだろうと思うので、それは担保権実行の手続をとらないと

駄目だということを意味するということになって、恐らく先ほどの松下さん、解釈に委ね

るということ、また、この資料全体が、強行規定だという意見が多くあったということで

はあるけれども、最後のところは、破産等の場合にはなお解釈に委ねるという趣旨である

ということは、強行規定だとは考えていないというか、そういう形でこの資料はできてい

るのかという、幾つか疑問が、とりとめのないあれなのですが、もしどなたかお分かりの

方があれば、教えていただきたいですが。 

○道垣内部会長 事務局から何かございますか。 

○笹井幹事 一読のときの議論を踏まえた形で、強行規定ではないかと、そういう意見が多

くあったと書いておりますけれども、私的実行に関する規定を設けた場合に、それが強行

規定になるかどうかというのは、この部会での議論も踏まえながら、また検討してみたい

と思っています。その上で、破産の方は解釈に委ねると書いておりますのは、この資料の
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第３全体として、実行に関する規定、実行が完了するという規定だけではなくて、平成２

０年の最判ですとか５７年最判が扱っていたような解除に関する規定も対象にしていると

いうことですので、そういったものについては、少なくとも実行の規定が強行規定だから

というような議論が妥当しないということになりますので、その解除については引き続き、

破産手続との関係においては、解釈に委ねられるということを記載した趣旨でございます。 

○山本委員 ありがとうございました。 

○道垣内部会長 よろしいですか。つまり、１８ページから１９ページの流れのところは、

まずは最初は所有権留保売買というのを念頭に置いて、リースもそうかもしれませんが、

解除というものが生じるようにすると、倒産申立てとかそういうものによってですね。そ

うすると、解除によって所有権の復帰が起きると。そして、それを妨げるためには当然、

解除条項の効力を否定するということになっているわけですが、そこから始まって、では、

例えば、譲渡担保の形の担保であり設定者が専有しているものについて、倒産申立てがあ

ったら、その目的物が確定的に担保権者、債権者の方に移転して、それで終了してしまい

ますというふうな条項を倒産申立解除特約として置いたときに、それが、まずその私的実

行として有効な特約であるということから始まって、特に倒産申立ての特約の効力を否定

すると解するならば、平時ではもう自由自在ですよね、実行のやり方。もう実行について

条文は要らないということになるわけで、私はそれが強行規定でないという考え方はあり

得ない考え方だと思います。だって、そうすると債権者はみんなそうしますよね。債務不

履行があったときには意思表示によって確定的に所有権が移転して、それでもう全部終わ

りにすると、書いておけばそれが有効で、条文に書いてあるような清算金の通知とか、そ

ういう手続を全部回避することができると、それはあり得ないと私は個人的には思います

けれども。だから、ここでこういうことが問題になると私が言うこと自体が、問題もなら

ないだろうという感じが僕にはするのだけれども、少しそこは意見が事務局とは違うのか

もしれませんが。 

○山本委員 今のような部会長の御見解を前提にすれば、破産手続開始申立てを契機として

実際上、実行手続をすっ飛ばすような形で所有権を帰属させるようなものも、それはやは

り駄目だということになるということでしょうか。 

○道垣内部会長 当然駄目なのではないでしょうか。それは、解除と所有権留保の担保とし

ての実行というものを並列させるといったときに、解除条項の方でやれば解除によって所

有権戻ってしまうではないかと、それで売買契約がなくなってしまうではないかと、そう

すると更生会社の財産からオートマチックに流出させてしまうということになるので、そ

れは有効ではないようにしましょうと、それはよく分かる論理ですけれども、その解除の

話ではなく、実行の話として持ってくると、最後までやってしまうという条項については、

それは効力は認められないのだろうと思うのです。ただ、実行通知をしますといったりし

たときに、例えば、実行通知のときに清算金額の見積額を通知しなければならないとかと

いうふうなことをいろいろしないと、そういうふうな制約を置かないということになって、

第一歩としての手続というのが、まず、例えば実行通知の送付というのがありますという

のに関して、当然に倒産申立てによってそれが生じますというのは、それはあり得るのか

もしれないという感じがするのですが、それは着手条項であって、完全に責任財産から逸

失させるという条項ではないのではないかと思うのですけれども。 
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○山本委員 それは、どこまでが強行法規かという感じの。 

○道垣内部会長 そうですね。 

○山本委員 ありがとうございます。 

○道垣内部会長 いや、それは私の個人的な見解なのですが。 

○山本委員 一応分かったような気がします。 

○道垣内部会長 それは少し事務局の前提や問題意識と違いますか。 

○笹井幹事 いえ、私も、部会長が今おっしゃったとおりかなと思います。今少し議論を聞

きながら思いましたのは、そうだとすると、そもそも実行に関する規定を設けた以上は、

それに反する実行方法といいますか、そういうものは別のプロセスをたどって、その所有

権が担保権者なり第三者に帰属するというような規定は元々無効なので、それをどこかに

書くかどうかは別として、こういった倒産手続の開始を契機とする条項としてはそもそも

書かないと考えるのか、あるいは、私的実行に関する条項の中にも、今、部会長がおっし

ゃったように、この部分に関しては何か特則が要ることになる余地もあるかもしれないの

で、最後まで逸失してしまう条項、しかもそれが倒産手続の開始申立てを契機として起こ

ってしまうという部分については、少なくとも無効であるということをここで書くかとい

うような選択肢もあり得るのかなと思いました。 

○道垣内部会長 すみません、たくさん手が挙がっている中で、更に私が続けて話して申し

訳ないのですが、山本さんの御発言の中で結構重要な意味を持っていたのが、これは私的

実行が認められる担保なのでこういうふうな話が問題になるのですかという御発言なので

す。というのは、抵当権に関して、例えば倒産申立抵当権実行条項というのを入れて、民

事再生でも会社更生でも何でもいいのですが、やった瞬間に抵当権の実行が終わりますと

いうふうな条項を置いたって、その効力があるとは恐らくは考えられていないだろうと思

います。それは抵当権の効力として、公の手続を使ってやる実行手続しか効力として認め

られていないからなのだろうと思うのです。しかるに、私的実行というのが認められてい

ると、今度はそうではない可能性というのが出てくるということなのかという話なのだろ

うと思うのですが、ただ、そこでまだもう一個問題になってくるのが、抵当権に関して抵

当直流れは有効であるとどこの教科書にも、私の教科書には書いていませんが、そのこと

についてはこれから言いますが、多くの教科書には明治四十何年かの判決を引用して、抵

当直流れは有効であると書いてありますよね。そんなわけがないので、どう考えたって、

それは対抗力のない仮登記担保であると私は思うのですけれども、しかし、それは僕の個

人的な見解であって、もし抵当直流れというのが有効であると、それは質権のところでは

駄目だと書いてあるのに、抵当権のところはないからいいのだというのが明治の大審院の

判例の内容なのですが、そうだとするならば、そういうふうな私的実行を倒産申立てを原

因として行うという条項の効力というのが議論されなければならない可能性というのが実

はあるのだろうと思います。すみません、学者的な、ただ単に分析をするだけで、何の結

論も出ていないことを申し上げたのですけれども、結構そこら辺は、抵当権も含めて、議

論の前提が固まらないで何となくやっているという感じは、山本さんのおっしゃるとおり、

あるような感じはします。すみません、それも含めて事務局に更に考えていただくことに

したいと思います。すみませんでした。ありがとうございます。 

  たくさん手が挙がっているのにたくさんしゃべって、申し訳ございませんでした。 
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○阪口幹事 阪口です。今の１９ページの２行目以下の部分について、理論的なことは正直

分かりませんけれども、今まで私的実行と考えられていたものは、正に私的な世界で考え

られてきたと、かつ、所有権留保に関していうと解除と実行もごちゃごちゃになって考え

られてきたというのが今までだと思うのです。今回、部会資料１５、１６で、私的実行と

いうのも一定程度、それはもう私的実行は執行なのだと、だからこそ引渡命令みたいなも

のが利用できるのだと、今回の議論は、前回か前々回も含めてですけれども、一歩進んで

いるのだと思うのです。そういう執行の世界に入ったら、それはもうある意味、公序とい

うか、公的な仕組みで、ましてや引渡命令という裁判所の手続の力も借りることができる

のに、でも、俺は好きなことを特約するよと、これはあり得ないのだと思うのです。した

がって、今回、引渡命令なり何なり、そういうプロセスを使えるのであれば、正にこの２

行目以下に書かれていることがもう妥当するのだろうと、バランスとしてはそうならざる

を得ないのではないかと思っています。 

  かつ、所有権留保に関しても、今まで解除と実行がごちゃごちゃになっていたのを今回

分けるとして、なおかつ解除の部分は残っているのではないかと、解除は実行ではないか

らということを整理したときに、そうするとすぐ思い付くのは、担保権者というか、する

のは、何らかのトリガーが発生したら解除しますという条項は、それは実行ではないから

いいよねと、なおかつ、解除したらその後はあなたは私のために占有しますと、つまり未

来の占有改定の合意みたいな、そうしたらその瞬間に、解除の対抗要件取得ができたら、

元々解除に関しては第三者性で決めるのではないかという問題すら飛ばすことができると

いう、何かそういう、更に悪いことというと失礼ですけれども、何か工夫していく債権者

もいるかもしれないので、今の実行というものは控除ですねという問題と、それからバス

ケットクローズみたいなものをかみ合わせて、何らか駄目なものは駄目ということを考え

なければいけないのかなと思っています。 

○道垣内部会長 ありがとうございました。 

○片山委員 慶應義塾大学の片山でございます。山本委員と部会長との議論の流れの中で、

発言マークを出したり引っ込めたりしていたのですけれども、倒産解除条項の方はもう十

分な議論がなされているので、いいのかもしれないですけれども、２の方の設定者の処分

権限を喪失させる条項の効力については、必ずしも十分な議論がまだなされていないのか

なという印象は持っておりまして、今回は更生手続開始の申立てによって直ちに取立権限

の喪失をする旨の条項の効力だけが取りあえず論じられているということなのですけれど

も、やはり議論にもありましたとおり、他の失期条項みたいなものと、取立権限の喪失条

項とが結び付いたものとの関係をどう見るのかとか、あるいは、通知をしたものとみなす

とか、通知を不要とする旨の特約、そういったものの効力をどうするのかということをも

う少し広く検討する必要があるのかなとは思っているところです。 

  もうそれでやめておこうかと思ったのですけれども、道垣内部会長の方から実行通知を

しない旨の特約は有効と考えてもいいのではないかという御発言もあったもので、直ちに

そこも有効といっていいのかどうかというのは少し心配にもなりまして、そこも検討の余

地があるのではないかということで、併せて発言をさせていただきました。よろしく御検

討いただければと思います。 

○道垣内部会長 ありがとうございました。私は、有効と見るのならばという、そこがせい
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ぜいだろうという話で申し上げたので、片山さんのおっしゃるように、ちゅうちょすると

いうのは非常によく分かります。 

○藤澤幹事 ありがとうございます。立教大学の藤澤です。道垣内先生がおっしゃった実行

手続の強行法規制について、全く納得したのですけれども、二つぐらい付け加えさせてい

ただきたいことがあって、発言させていただきました。 

  一つ目は、３４９条、流質契約の効力に引っ掛けてお話しするとすれば、債務者、担保

権設定者保護の観点からすると、債務不履行前のそういった特約については無効と考えら

れる一方で、債務不履行になってしまった後に、実行について担保権者と担保権設定者と

が合意して任意売却のようなことをするということは考えられると思いました。そのこと

は担保権設定者保護の観点からすれば、自由にそうしたらいいのではないかということが

ある一方で、倒産手続との関係で他の債権者が関わってくるとすると、偏頗行為的という

か、そういうことがあって、倒産との関係で効力を否定する場面が出てくるのかもしれな

いと考えたりいたしました。 

  もう一つの、二つ目については、片山先生がおっしゃったこととも関係するのですけれ

ども、申立てがあったときに実行通知があったものとするといったようなルールについて

は、もしそれを導入するとすると、第３の（２）で提案されている、申立てによって処分

権が喪失するというようなことを結局可能にしてしまうものかもしれなくて、なので、そ

のことを認めるかどうかについては（２）の価値判断とのバランスというのを考えなくて

はいけないのかなと思いましたし、（２）との関係で言えば、申立てですぐ失期するとい

うふうな特約があったとすると、失期した途端に通知を送れば、それで処分権を喪失させ

ることもできると思いますので、（２）の規定というのは、置いたとしてもそこまで実効

性のある規定なのかどうかというのも、もう少し考えなくてはいけないのかなと思います。 

○道垣内部会長 ありがとうございました。前半について一言だけ申し上げると、債務不履

行後に質物を直接に債務に弁済するという約定をしたときに、それは質権の実行約定なの

ですか、それとも代物弁済の約定なのですか。後者だと見たら質権と関係ない話だという

話になりますよね、そこはいかが。今回、債務不履行後の約定でというふうなことを考え

たときにも、それがそもそも存在している担保権の効力に関わる問題だと見るならば、そ

れは倒産手続との関係においてもその優先権が問題なく確保されるということにもなりそ

うなのだけれども、ただ単に債務不履行後に代物弁済なり、そういうふうな約定をしたと

考えるならば、優先性が認められる根拠というのはほとんどないわけなのですが、これは

藤澤さんはどちらのお考えでおっしゃったのですか。 

○藤澤幹事 代物弁済的なものだと考えております。 

○道垣内部会長 分かりました。どうも。よく抵当権のときに、任意売却するときに私的な

実行といったりするのですが、あれは厳密にいうと多分抵当権の実行ではないのだろうと

思うので、議論が混乱しがちになりますので、と思いまして、少し確認をさせていただき

ました。 

  ほかに何かございませんでしょうか。 

○阿部幹事 ありがとうございます。東京大学の阿部です。倒産申立解除条項についての判

例に則して、少なくとも再建型手続の申立てをトリガーとするタイプについて無効だとい

うのはいいのですけれども、そこの理由付けでこれまで判例で言われてきたことというの
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は、要するに、目的物は担保としての意義を有するにとどまるので、担保権であるならば

担保としての債権者と債務者との間の利害調整の仕方があって、それを解除特約ですっ飛

ばすことに問題があるということなのかなと理解したのですけれども、そうだとすると、

翻ってこれまで所有権留保売買について担保権実行ルートと契約解除ルートというのを並

列させるという話になってきて、この話は矛盾なく整合的に説明し得るのかというのがよ

く分からなくなってきてしまって、もっと具体的に考えていけば、別に一般論として担保

権実行と契約解除を並列させるということに問題ないということになるのかもしれないで

すけれども、契約解除ルートを設けることで担保権実行ルートでの利害調整とは違った形

になってしまうというのは、倒産申立解除条項に限らず及びそうな話のような気もしまし

たので、少し遡って、これまで議論されてきたところですけれども、契約解除ルートと担

保権実行ルートを並列させるというのがこの話とどういうふうに整合するのだろうかとい

うことが少し気になったということを申し上げたいと思いました。 

○道垣内部会長 そうなのですが、今のインプリケーションとして、並列し難いという話な

のか、こういうふうに考えると並列するよねという話なのか、その辺りはいかがでしょう

か。 

○阿部幹事 私は、この話からすると、担保権実行ルート一本に絞るべきなのではないかと

いう話が、この解除特約の効力を超えて、もっと普遍的な話として出てきそうな気がして

しまったのですけれども、それは私が何かこれまでの議論に付いて行けていないだけのよ

うな気もしましたので、教えていただければと思いました。 

○道垣内部会長 何かありますか。阿部さんのおっしゃることは十分に考えられると思うの

ですが、他方で第３の（１）についていうと、所有権留保の存在していない解除特約はど

うなるのかという問題が実はあって、その解除特約の効力も多分否定しないとうまくいか

ないですよね。そのときにはさすがに、所有権留保は担保権の一種であります、実行方法

は解除ではなくて所有権留保の実行方法に一元化され、解除だというふうに言ったとして

も、それは所有権留保の実行方法ですというふうな一般論を立てても、倒産申立解除特約

の効力の規律というのはまた別個、別に必要になってくるような気がしますので、第３の

（１）の読み方なのですけれども、倒産申立てとか、あるいはそういうふうな原因を理由

にしてオートマチックに当該ある種の財産を設定者の責任財産から逸失させるというふう

な特約の効力を否定するルールというふうに考えざるを得ないのかなと私は思っていたの

ですが、その辺はいかがですか。結構重要な問題だと思うのですよ、おっしゃるとおり、

所有権留保とかの規律の根本につながるところの。ですので、少し阿部さんの御意見を伺

いたいと思いまして。 

○阿部幹事 今の話は私が申し上げていたところから更に先に進んでしまって、私が申し上

げたかったのは、この話はこれとして、更に進んでいくと結局、担保権実行とは別に、そ

の契約解除というのを別ルートとして認めてよいのかという話の疑問だったのですけれど

も、今、道垣内部会長は更にそれを進めて、担保権実行なのだから、この種の解除条項に

ついての特別な規定を設ける必要はないと、そういう方向に更に論理を進めて御議論を今、

されていたのですか。 

○道垣内部会長 いいえ、違います。 

○阿部幹事 そういうわけではない。すみません。だとすると、私は部会長がおっしゃって
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いたことをきちんとうまく理解できていなかったのですけれども。 

○道垣内部会長 いや、書き方の問題として、所有権留保売買の解除の効力ということにな

ると、正面から担保権実行と解除との関係はどうなるのかという問題が出てくるわけだけ

れども、倒産申立特定動産責任財産逸失条項というものを考えるならば、それは単なる解

除の話も含まれるとするならば、このルールに関して言えば、阿部さんのおっしゃった根

本的な問題点の存在というのは隠蔽され続けて回避できるかなと、そういう意味で申し上

げたのですけれども。根本として重要な問題提起であることは、そのとおりなのですが。 

○阿部幹事 すみません、なお私がきっちり先生のおっしゃっていることを理解できている

か、よく分からなくて、この話で時間を空費してしまうのに少し責任を感じてしまうので

すけれども、今の話だと、責任財産から逸失させることになる契約条項を無効とするとい

う、そちらの話がなお必要になるのではないかということですか。 

○道垣内部会長 そういうルールの問題として考えるということです。 

○阿部幹事 それは確かにまた必要なのだと思うのですけれども、それはそれでまた、資料

１９のところで書かれていた、担保権実行なのに手続をすっ飛ばしていいのかという、ま

た別の問題とも関係してくるのかなと私は思いました。 

○道垣内部会長 分かりました。根本的なところに関係しますので、更に検討したいと思い

ますが、取り分け（２）につきまして、別にこれについてストップしなくたって、中止命

令、取消命令、禁止命令その他で対応できるのだから、この入口のところでコントロール

する必要はないのではないかという意見も出たところでありますし、他方では、これ自体

が一種のオートマチック担保権実行のスタートということになりますので、そのこと自体

が有効かという問題も含んでいるので、中止命令等でコントロールできるのだから、それ

でいいではないかということには十分にはならないという意見もあったかと思います。こ

の辺りも含めて、あと少し御意見を伺いたいと思うのですが、今のに限りませんが、井上

さん、お願いいたします。 

○井上委員 井上です。ありがとうございます。今のところにも一応関係するかもしれない

のですけれども、先だってからのこの特約の効力の議論としてはといいますか、規定の立

て方としては、限定的な書きぶりにするにしても類推をしないといけないねということで

すとか、あるいはそれに対応して、一種のバスケット条項のような形で決めるべきではな

いかということがあり、なかなかその範囲というのを列挙するのは難しいというのはその

とおりだと思いますので、一定の範囲の解除特約の効力を否定する必要があるというのは

そのとおりだと思うのですけれども、他方で有効な解除としてどういう範囲のものがある

のかという方向から考えたときに、一般的には期限の利益を喪失する条項というのは、こ

れは倒産申立てをトリガーとしていても有効であると考えられているのではないかと思い

ますが、それはローン契約のようなタイプの契約だけではなくて、売買契約で、例えば長

期分割払いになっているような所有権留保付き個別の設備機械の売買契約というようなも

のについて、期間の途中で不払いがあったというような場合には、元々延べ払いになって

いた残代金全額を直ちに払えというような期限の利益の喪失というようなものも一般論と

しては有効であり、それが不払いというのではなくて倒産の申立てというのをトリガーに

するような期限の利益喪失特約というのも有効であると理解しているのですけれども、そ

もそもそこの理解が間違っているか、あるいは異論があるかどうかというところが、まず
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最初の問題にはなるかもしれません。 

  その上で、仮にそれは有効であるとした場合に、その特約に基づいて直ちに全額を支払

う必要が生じたというような状況で、倒産申立てをトリガーとしてそういう状況が生じた

ときに、そこから先は法定解除、つまり催告をして相当期間が経過した後に解除権が発生

するというようなところまで行ったとすると、その発生した後に手続が開始されるという

ようなことがあった場合には、これは解除はできるという理解をしてよいものなのかとい

うのが次の問題でして、その更に次の問題としては、法定解除ではなくて、先ほど申し上

げた倒産申立てをトリガーとした期限の利益の喪失条項に加えて、例えばですけれども、

仮に不履行の場合には、履行遅滞の場合には無催告解除ができるという特約が更にあった

場合は、これは今回想定している倒産手続開始申立特約とほとんど異ならないことになる

ので、それは駄目といいますか、効力を否定されるべきではないかという感じもいたしま

す。 

  そうすると、その間ぐらいに線が引かれるのかなという気もしますが、催告期間をもう

特約で定めておくというような特約の場合とか、いろいろなバリエーションがあるので、

その意味では、冒頭申し上げたように、どこから先が無効になって、どこから先が無効に

ならないのかが決め切れないということの一つの、逆に例なのかもしれないのですけれど

も、今私が理解しているのは、その間ぐらい、というのは、倒産申立てによって期限の利

益が喪失するのは有効、その上で法定解除の要件がそろったときにその解除権を行使する

のは禁止されない、ただ、そうではなくて、期限の利益の喪失とともに直ちに解除できる、

あるいは無催告で解除されるというような特約は認め難いという辺りのところに線が引か

れるというぐらいのイメージでいるところについて、どのぐらい皆様と共有できているの

か、できていないのかということを知りたいというのが今、議論を伺っていて思いました。 

  それと同じようなことがこの２についてもあり得て、これは今までの議論からすると、

不履行になったら催告などなく直ちに実行できるというのが担保権の実行のところの議論

だったと思うので、もし倒産申立てによって期限の利益を喪失するという特約自体が有効

だとすると、直ちに実行するということ自体は認められそうな気がするので、こちらは逆

に、申立てをしたらその瞬間に、実行通知すらなしに私的実行がなされるというようなも

のだけが無効になって、そうではない、直ちにすぐに通知一本で実行するというタイプの

ものについては、これはむしろ禁止命令で対応するのだという辺りが線の引き方になるの

かなと思っているのですが、それも少し、どの程度、私に誤解があるのかどうかという辺

りのレベル感を知りたいと思って発言いたしました。 

○道垣内部会長 ありがとうございました。事務局から何かありますか。皆さんのレベル感

というのはあるのですけれども。 

○笹井幹事 そうですね、少なくとも井上先生が今おっしゃった期限の利益喪失条項につい

ては、恐らく今までのこの部会で議論されてきたところでは、有効だということが前提に

されていたのではないかと思います。そういう意味では、期限の利益喪失条項については

それ以上、私は特に余り考えていなかったのですけれども、それと加えて、無催告解除条

項を無効にするかどうかというのは、これは仮に今提案をしている（１）のような規定を

設けたときに、言わば契約の解釈として、実は（１）に当たるものなのだと条項解釈して

しまうとか、あるいはもしかすると、最初から言うべきではないかもしれませんけれども、
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類推適用のような形で適用範囲を拡大していくということはあり得るのかもしれません。

ただ、組み合わせるということになった場合に、およそ無催告解除を許す条項は全て無効

にするというところまで言えるかというと、そこは難しいような気もいたしまして、そう

すると、たまたまこの二つが組み合わされたときに初めて無効になるということが条文上

書けるのかといったようなところは、いろいろ難しい問題があるのかなと思いました。そ

ういう意味では、失期条項と無催告解除が組み合わされたときに、この提案されている

（１）とほぼ同じ効果があるのではないかということは、おっしゃるとおりかと思います

けれども、そこはなかなか、条文を作っていくということからすると、規定を設けるとい

うのは難しそうだと思います。少し感想みたいなものですけれども。 

○道垣内部会長 ありがとうございました。これは差し当たって対象にしているのは、意思

表示が必要かどうかという分岐点なのですかね、つまり、解除の。 

○笹井幹事 そうですね、その分岐点はあって、（１）はその両方を一応捉えている、

（１）の２行目の「又は」の前は、もう意思表示もなくして直ちに実行が終わってしまう

というものを無効としていて、「又は」の後は、これは一読のときに、又はの後の、意思

表示を必要とするものを、という議論はあったのですが、一応、平成２０年の解除条項な

んかも意識して、意思表示を要するものも対象にはしているということになっております。 

○道垣内部会長 どこまでかというのは難しいところですけれども、ほかの方の意見も聞い

て、また必要があれば、更にやりたいと思いますが、山本さん、お願いいたします。 

○山本委員 先ほどの部会長のお話の関係で、（２）ですけれども、私自身は基本的には倒

産手続開始前にされた当事者間の合意を無効とするというのは、当然ながらかなり限定的

な、例外的な場合だろうと思っていて、最高裁の判例も、倒産手続の中で定められた対応

方法をおよそ失わせるような形で、倒産手続の趣旨、目的に反するようなものについては

無効だといっていいのかなと、言わば、倒産手続としてもう手も足も出ないような形にし

てしまうような合意、それによって言わば倒産手続の規律を潜脱するような効果を持つも

のということかなと思っています。 

  その意味で、（２）について言えば、単に喪失させる権利を担保権者に与える契約条項

を無効とする、今の笹井さんの分類で後者の方は、これは論理的には禁止命令で一定の対

応をすることができて、申立てと同時に禁止命令が取れれば、その後に処分権を喪失させ

るような通知が来たとしても、それは効力は生じないということになるので、その通知を

する権限が仮に与えられたとしても、その禁止命令で対応できるのではないかとも考えら

れます。 

  それから、前段の方は、当然にこれは喪失するという合意だと思いますので、禁止命令

では対応できない、つまり、もう申立てをした瞬間に権限は移っているということになる

とすれば、もう禁止できないことになってしまうということになるわけですので、そうす

ると、対応策としては取消命令ということになるのかなと思います。そういう意味では、

この取消命令が仮に今回作られるのであれば、手も足も出ないことはないということにな

るのかなとは思うのですが、ただ、その取消命令というのがどの程度実効的なものとして

作れるのかどうかということとも関わってきそうな感じはするところです。 

  結論的に私自身は、ここまで今回の段階で書くということが必要なのか、解釈に委ねる

という余地も、そういう禁止命令なり取消命令なりがどの程度実効的なものかということ
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も踏まえて、ということもあり得るかなとは思っていますけれども、そうですね、今のと

ころ必ずしも定見はないのですが、以上のようなことを考えています。 

○道垣内部会長 ありがとうございます。なかなか難しい問題が提起されておりますが、片

山さん、お願いいたします。 

○片山委員 片山でございます。どうもありがとうございます。今、山本委員から御指摘を

頂いた点なのですけれども、当然喪失条項というのですかね、その場合について、取消命

令が対応できる可能性があるということなのですけれども、しかし、その合意自体は平時

になされている合意で、恐らく申立てを、前後ということになりますかね、に何か行為が

あるというわけではないのですので、取消しの対象みたいなものがないということになる

と、取消命令がひょっとしたら対応できない領域なのかなという気も少しいたしました。

少し分からないところですけれども、よろしく御検討いただければと思います。 

○道垣内部会長 ありがとうございます。今のことについては、山本さん、いかがお考えで

すか。 

○山本委員 以前の部会で私、この取消命令を作った場合に、その取消しがどこまで遡及す

るのかということを問題提起をした記憶があって、それは当然のことながら、申立て前に

権限剝奪、取立権の喪失というのが起こったとしても対応できるのではないかということ

で、ただ、もう実際に取り立てた分を返せというのは、当然それはもちろん言えないわけ

ですけれども、取立権喪失の効力は、前のものであっても失わせることができるのではな

いかということであったかと思います。 

  今の片山委員の御疑問というか御指摘は、事前に当事者間で合意をして、あるトリガー

が設定されて、そのトリガーが来れば自動的に権限が喪失するといった場合に、その取消

しの対象が何になるのかということかなと思うのですけれども、それは私は、取消しの効

力の発生が否定されると考えれば基本的には足りるのかなと思っていまして、ですから、

そういう意味では、いわゆる当然喪失条項も取消命令で一定程度対応することは可能だろ

うとは考えているというのが私の理解です。 

○大澤委員 ありがとうございます。今の対応策としての取消命令、あるいは禁止命令とい

うお話に関してなのですが、基本的に再生手続あるいは更生手続開始の申立てということ

をするとき、非常に短期間の中で行うことが通例です。一方で、ではこれは禁止命令の対

象、取消命令の対象と仕分をして、個別狙い撃ちでやっていかなければなりませんけれど

も、見ている限り、いろいろな契約、ローンなり担保にしても、取りあえずと言ったらあ

れですが、定型的にはこういった何らかの解除特約条項というのを取りあえず入れるとい

うようなことはあろうかと思いまして、それを短期間で識別して、これは要る、要らない

とやって、その上で裁判所がタイムリーに命令を出してくれるのかというところまで考え

ますと、実務的には個別相打ち撃破型で命令で対応できるかと言われると、かなり難しい

のではないかとも考えております。 

  一方で、特にそういった禁止命令ですとか、あるいは中止命令については余り、東京と

か大阪ではかなり例があると思いますけれども、それ以外の地裁等では余り例がないとも

思っております。すみません、私が不勉強なせいかもしれませんが。そうすると、裁判所

におかれて検討ということで時間が掛かったり等している間に、基本的にはそういった倒

産手続開始申立特約というものがべったり付いている中で、個別撃破をきちんと立証せよ
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という話まで行くとなると、実務的にはかなり使いづらいというか、こういった特約をも

し条文として入れるのであれば、何らかバスケットのような形で入れておかないと、かな

り申立て時の混乱というのが大きくあるのではないかとは思いました。 

○道垣内部会長 ありがとうございました。 

  ほかに御意見はございますでしょうか。 

  なかなか難しい問題が多々提起されているように思いまして、まとまりがまだ付いてい

ないのではありますが、何かここでこういう点は確認しておかないと嫌だよという話はあ

りますか。 

  事務局が頑張ると申しておりますので、更に論点を増やしていただいても全然構わない

のですが、頑張るそうですので、御意見はございませんでしょうか。 

えるというのでいいのかどうかという問題はありますけれども、客観的には異常なものであ

させていただくということになろうかと思うのですけれども、さて、第４にはとても入れ

ない、第４というのはすごく大きいのですよ。第４の１だけやりますというようなのも余

りよくなくて、全体、つまり３３ページまで一気に一つの塊としてやりたいということに

なりますと、どうしますか。 

  今、少し事務局を相談しているのですが、筋からいうと第４に入るところで、少なくと

もここに着手せよというのが事務局の希望ではあったのですが、私としては余りに中途半

端な状態でやめるというのも、結局はもう一回することになるのではないかという気がい

たしますので、少しどうかなと思います。あと３０分、もちろん３０分を少し超えても、

お許しいただければそれで結構なのですけれども、できるものとしては、これは決して３

０分以内で議論をやめろというふうなことを申し上げているわけではないのですけれども、

ぴょんと飛びまして、３６ページなのですが、少し順番を変えて、第６の否認について扱

わせていただければと思います。事務当局において、まず部会資料の説明をお願いしたい

と思います。 

○淺野関係官 それでは、３６ページになりますけれども、少し飛びまして、「第６ 否

認」について御説明いたします。本項目では、集合動産や将来発生する複数の債権を目的

とする担保権において、個別の動産や債権が担保権の目的の範囲に加入した場合に、いか

なる要件の下で偏頗行為否認の対象とするべきかを検討しております。 

  【案17.6.1.1】は、客観的な取引の異常性を要件とすることを意図したもので、具体的

な要件については検討が必要ですけれども、部会資料１３の表現に合わせて、通常の事業

の範囲を超えるという文言としております。【案17.6.1.2】は、問題状況が破産法第７１

条第１項第２号で相殺が禁止されている場合と類似していることに鑑みて、主観的な要件

を規定することを提案するものです。これらの二つの案は、一読の際に御提案した内容と

同様ですけれども、一読の際にはこのほかに、設定者が担保権者と通謀して他の債権者を

害する意図をもってしたことを要件とする考え方を示しておりました。この考え方につい

ては、要件が狭きに失するという御意見が複数あったため、本資料では提案しておりませ

ん。 

  また、本文では、一読の御提案に加えて、担保権者の主観的要件を課すかどうかについ

て問題提起をしております。この点について御議論いただければと思います。 

○道垣内部会長 ありがとうございました。 
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  それでは、この点につきまして、どなたからでも結構でございますので、御意見、御質

問等を頂ければと思います。よろしくお願いします。 

○大塚関係官 ありがとうございます。調査員の大塚です。私からはこの否認の効果につい

て、少し質問をさせていただきます。こういった動産とか債権について、担保権の目的の

範囲に加入することを否認した場合に、ではその場合、加入した動産や債権というのはど

うなるのかというところがよく分からなかったということです。まず、動産については、

例えば甲倉庫内にある在庫一切ということを担保の目的とした場合に、通常の事業の範囲

を超えたりして動産を加入したというとき、それを否認したときには、これはその通常の

事業の範囲を超えた部分、あるいは専ら担保権者に債権を回収させる目的で行われた部分

については、これは甲倉庫内にあるけれども、しかし担保権の効力が及んでいないという

ことになるのでしょうか。 

  それから、債権につきましては、例えばＡさんに対する売掛債権というものをまとめて

担保の対象とした場合に、通常の事業の範囲を超えてＡさんに商品を売ったと、それによ

って売掛代金債権というものが通常の事業の範囲を超えて生じたという場合に、これを否

認するとしたときに、これはＡさんとの契約が一部無効、否定されるのか、あるいはそう

ではなくて、契約自体は有効なのだけれども、代金債権のうち一部が担保の目的の範囲か

ら外れるということになるのかということです。 

  もし両者とも担保の効力の範囲から外れるということだとすると、例えば民法３７０条

のただし書のような条文の書き方というのはあり得ないのかという質問です。 

○道垣内部会長 事務局から何かございますでしょうか。 

○笹井幹事 問題意識を十分に理解しているかどうか分かりませんが、いずれも担保の効力

は及ばないのだと、つまり、動産の場合もそうですし、債権の場合も当然、第三者との契

約の効力が否定されるわけではありませんので、債権は財産としてはもちろん残っている

のだけれども、担保権が及ばないのだと理解をしておりました。条文の書き方までは現段

階でまだ詰めておりませんので、そこはまた引き続き考えたいと思いますけれども、３７

０条のただし書というような例も挙げていただきましたので、それも踏まえて条文の書き

方は、また考えたいと思います。 

○道垣内部会長 ありがとうございました。 

○大西委員 ３６ページの第６の【案17.6.1.1】、【案17.6.1.2】についてですが、私は

【案17.6.1.1】の通常の事業の範囲を超えるということを否認の対象にするのがいいので

はないかと思います。この理由なのですが、例えば、通常の事業の範囲外で、目的がない

場合、３９ページの例でいうと、これも様々な解釈があるということなのですが、雨漏り

のときに倉庫を移して入れましたと、雨漏りが起きるということはめったにないと想定す

ると、これは通常における事業での対応ではないと考えるべきですよね。ただ、そうはい

っても当初の担保権者の評価額にこれが想定されていたかというと、想定されないので、

これを担保の範囲に入れるということになると一般債権者の権利を害するのではないかと

思います。 

  今度は、逆に通常の事業の範囲内で【案17.6.1.2】のような目的がある場合、これも３

９ページの真ん中に書いた例のように、一旦動産がなくなったのだけれども、その後回復

しましたみたいなケースですが、これは全体を見れば通常の事業の範囲に戻っているとい
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うことからすると、仮に目的が担保権者のためであっても、通常の事業の範囲内でやって

いるので、これは元々担保権者が価値として期待されていた行為なのかなということで、

結局は通常の事業の範囲内外で決めるのがいいのではないかと思います。 

  あと、もう１点ですが、この通常の事業の範囲というのが、先ほどの解釈にもあります

とおり、雨漏りが起こった場合にこういう対応をするというのは、これも通常の事業とい

えば通常の事業だし、いや、これはイレギュラーだといえばイレギュラーなので、文言が

これでいいのかというのもあるのですが、イメージとしては、通常の状態において行われ

るべき事業を逸脱してみたいな、飽くまでその状態が通常であると、しかも、その場合に

おける通常の方法ですよね、これを逸脱してという、そんなふうに少しこの文言を工夫す

る余地もあるのではないかと思った次第です。 

○道垣内部会長 ありがとうございます。大西さんの最後の御発言は極めて重要なところだ

ろうと思います。というのは、倉庫に雨漏りがして目的物が一部減価してしまったといっ

たときに、それを一気に安く売ってしまうというのは、めったに起きないことであっても、

通常の営業の範囲内ですよね。つまり、設定者にはそれをする権限があるはずなので、す

る権限があるかというときの概念と否認のときの概念の範囲が、同じ文言を使って同じ範

囲であるというふうに必ずしもならないのではないかというのが大西さんの最後の御発言

だろうと思います。したがってどういうふうな文言を使うべきかというのは、更になお考

える必要があるのかもしれません。 

○沖野委員 沖野です。ありがとうございます。今回あるいは前回指摘された【案

17.6.1.2】についての主観的要件について申し上げたいと思います。それで、私は債権者

ないし担保権者の主観的要件はやはり必要ではないのかと思っておりまして、ここでの否

認というのが、担保の供与の効果の方だと思いますけれども、そういう結果をもたらす部

分を否定するというときに、それによって利益を受けるはずの担保権者が全く不測の不利

益を被るということにやはり、なるのではないかと思いますので、そうだとすると主観的

要件は必要ではないのかと思います。行為者が誰かという問題と、それによって利益を得

る者の不利益ということを考えると、ということです。 

  それで、もう一つ、元々なのですけれども、【案17.6.1.2】は、相殺に関する規律を基

にしているということです。確かに文言上はそうなのですけれども、相殺の７１条１項２

号の規定は、破産債権者が専ら相殺をする目的で、しかも基本的には破産者との間で契約

を締結して、そうして債務を新たに負担して、それを相殺するということですので、債務

引受けの方は、債権者と債務者ではなくて引受人と債務者との間でやって、債権者は承諾

をするという場合には、そこまでの関与はありませんけれども、いずれにせよ目的は、債

権者がそういう目的を持っているという場合ですし、本来的な場合は破産者との間でそう

いう了解で契約をするというものですから、むしろ構造は通謀詐害の構造なのだと思いま

す。しかしながら、今回問題となる局面では債務者、設定者の方が一方的な行為でできて

しまいますので、通謀詐害というようなものでは狭すぎるということではないかと思いま

す。ですので、元々は相殺の場合も利益を受ける側の非常に強い加害意図みたいなものを

問題としているということからしましても、あるいは偏頗行為の否認であるとすれば、受

益者の主観的要件が全く要求されないというのは非常に特異な場合であるということから

考えても、主観的要件は要るのではないかと思います。そうしたときの主観的要件だと、
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そうすると、設定者の側でそのことを知っていたと、仮に通常であれば当然担保化される

というような客観性を持った行為であっても、主観的な意図によって除外されるというこ

とであるならば、そのような意図で加入させられたということを知っているということが

必要ではないかと思っております。 

  それでなのですが、更に言うと、【案17.6.1.2】だとそういうのが必要ではないかとい

うことで、しかしといいますか、定式化の難しさがありますし、考え直す必要があるとい

うのは、今ちょうど御指摘をくださったとおりですけれども、基本的には債権者としては

あらかじめ担保取得しているということで、危機時期にこういう行為があったとしても、

それは担保化されるということを期待すべきではないということを問題とするならば、

【案17.6.1.1】の客観的な要件だけの方がいいのではないかと思っておりますが、それで

は必ずしも明確性が十分ではないということになれば、【案17.6.1.2】プラス主観的要件

か、さらには、主観的要件で知っていたということまで常に要求するというのではまた狭

すぎるということであれば、主観的要件があるか客観性を欠くか、つまり、【案

17.6.1.2】にした上で、債権者、担保権者側に、それを知っていたか、あるいは客観的な

要件を欠くかというような形で組み合わせることもできるかもしれないと思っております。 

○道垣内部会長 ありがとうございました。おっしゃることはよく分かりますが。 

  ほかの方、何か御意見はございますでしょうか。 

○片山委員 慶應義塾大学の片山でございます。どうもありがとうございます。私も最初、

大塚関係官がおっしゃったとおり、必ずしもそうではないですけれども、事実行為として

なされることが多いでしょうから、単に搬入するというだけになりますと、やはり否認の

対象というのが難しいのかなとも思いますので、３７０条の付加物のところのような書き

方でできればいいかなとは思っておりました。確か一読でもそう申し上げたかもしれませ

ん。 

  それが一つと、それから、主観的要件を課すかどうかという点に関してなのですけれど

も、私も課すべきだと思うのですが、【案17.6.1.1】で、その基準として通常の事業の範

囲という、集合動産に関する処分権の範囲に関する基準が、ここでは一般債権者の財産を

集合物の中に搬入するときの基準にも同じく妥当するという説明になるかと思うのですけ

れども、それが同じ基準である必然性といいますか、それが少し分かりかねるところがあ

るという点が疑問点ではあります。やはり基本的に否認の対象ということで考えるとした

ならば、主観的要件が要るのが基本ということになりますから、その立て方がどうなのか

というのは必ずしも今、明確に申し上げることはできませんが、主観的要件を課すべきで

はないかと考えているところでございます。 

○道垣内部会長 ありがとうございます。 

○日比野委員 ありがとうございます。まず、債権者の主観的要件については、必要であろ

うと考えております。極端な話、全く債務者あるいは設定者の方が何をしているか分かっ

ていないのに、いきなり否認をされるというのは、やはりかなり納得感を欠くというのは

否めないと思っております。ただ、現実的に、こういった局面で否認を受けてもやむを得

ないというような事象がどういう場合かと少し考えますと、要するに、モニタリングの過

程で債権者としては状況をよく知っているので、むしろ危機時期に担保対象物を積極的に

集めろといった交渉をして、その結果、担保権設定者がそれに従うということが恐らく典
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型的というか、あり得るとするとそういうことなのだろうという気がします。そのような

ケースであれば、【案17.6.1.1】であっても、【案17.6.1.2】であっても、対象になるの

だろうと思うのですけれども、いずれにしても主観的要件というのは必要なのだろうと考

えた次第です。 

  あと、既に御指摘いただいているところなのですけれども、通常の事業の範囲という点

について、債権者からのそれを意図した要請のようなものがないにもかかわらず、債務者

限りで通常の事業の範囲、この要件の立て方も問題だと思いますけれども、を超えるとい

うようなことが、ビジネスの過程で発生し、それが否認の対象になると認定できるものが

どの程度あるのかというのは、やや疑問かなという気がしております。重ねての話で恐縮

ですけれども、以上です。 

○道垣内部会長 ありがとうございました。 

○阪口幹事 阪口です。担保権者側の主観的要件に関してですけれども、一般的に考えたら、

もちろん普通は債権者側の主観的要件が要るではないかということかと思いますけれども、

しかし、この局面では、どちらかというと無償否認の類型になっている局面を想定するこ

とになるのではないかと思っています。 

  つまり、Ａ倉庫ならＡ倉庫の動産を全部担保に取っていますと、しかし、現実にはもう

そこは空っぽですという状況下で、しかし、債務者側が特定の債権者にだけ便宜を図りた

いということは、正直、実務的にはたくさんあります。典型的には、その債権者だけ保証

人が付いていると、例えば、自分の親族が付いていると、だから、その債権者には迷惑を

掛けたくないと、結果的に自分の親族を守りたいと、こういうケースが非常に多いわけで

す。そうすると、そのときにＡ倉庫の中に、元々空っぽなのに、ほかのところから無理や

り持ってきて放り込んでいくということを結果的に倒産局面において是認していいのかど

うかと考えると、それは担保権者側の認識を問わず、やはり否定すべきなのではないのか

と、結論においては否定すべきだと。それは、確かに担保権者からしたらびっくりだと、

何なのだということかもしれません。しかしながら、元々期待できなかった担保物と考え

るべきではないでしょうか。主観的要件を完全に外すのはやはり望ましくなくて、その組

合せの仕方、【案17.6.1.1】、【案17.6.1.2】との組合せの仕方もあるので、一概に言え

るわけではないですけれども、主観的要件は必要ですという議論をすると、否認すべき行

為のかなりの部分が否認できなくなってしまうというのが実務家の認識ですので、よろし

くお願いします。 

○道垣内部会長 ありがとうございます。 

○大澤委員 弁護士の大澤でございます。今の阪口先生と同じ話になってしまうので、もう

下げようかと思っていたところですが、私も同じように、主観的要件ありきというところ

にはやはり問題があると感じております。阪口先生がおっしゃられたような事例もそうで

すし、そもそも担保権者がどこまでをもらうべきであり、あるいは、どこから先は棚ぼた

になるようなものというものも含めて、特にこういった集合物の場合には、あり得ると思

っておりますので、【案17.6.1.1】、通常の事業の範囲を超える動産又は債権、担保の目

的物の範囲への加入に関しては、少なくとも棚ぼたを許す必要はないとも思っております

ので、主観的要件は要らないのではないかと。 

  これは、そうすると、沖野先生のお話に似てくるのかもしれませんが、【案17.6.1.1】
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と【案17.6.1.2】で別に相互に排斥するものでもないかなとも思いますので、【案

17.6.1.1】又は【案17.6.1.2】に当たる場合というような形で、【案17.6.1.2】の方は確

かに主観的要件が必要な場合も多いかとも思いますので、そちらに主観的要件を付すとい

うような考え方もできるかなとも思いました。 

○道垣内部会長 ありがとうございます。 

○山本委員 ありがとうございます。私は今日は絶対ここまでは行かないだろうと思ってい

たので、資料なども十分読んでいないあれで、申し訳ないのですけれども、今お話を伺っ

ていて、主観的要件のところをコメントしようと思っていたのですけれども、この主観的

要件の対象についての認識が一致しているのかどうかというのが少し不安になりました。

私自身は、この資料を見たときの主観的要件というのは、支払不能等について知っていた

かどうかという話なのかと思っていたのですが、皆さんの御議論はどちらかというと目的

物の範囲への加入行為を知っていたかどうかについての主観的要件を論じられているよう

にも見えたので、そこは私の認識が前提としてどうなのかというのが少し不安でしたが、

私自身は、この主観的要件というのは、支払不能、つまり破産者の財産状況についての悪

意の話として考えましたけれども、それについてはやはり必要なのではないかとは思って

います。 

  ここに書かれてあるように、確かに加入行為自体は設定者のみで行うことができるし、

対象を悪質な加入行為に限定しているということが挙げられていますけれども、しかし、

設定者のみで行うことができるという、例えば口座に弁済金を振り込むというのも、その

行為自体は設定者のみでできることだけれども、しかし、やはりその時点で債権者が相手

方の支払不能を知っているというのが否認の要件になっているように思われますし、確か

に行為は悪質な行為ということ、特に【案17.6.1.2】のようなものは悪質な行為というこ

とかもしれませんけれども、ただ、債務者の財産状況が問題なければ、ぴんぴんしていれ

ば、これは別に構わないという話になるのかなとも思いますので、そういう意味では、や

はりこの主観的要件というのは、まあ通常どおり必要かなと思っています。 

  先ほど、無償行為否認と同じではないかと、阪口幹事でしたか、の御指摘がありました

けれども、やはり無償行為とは違うと思うので、これは債権があるわけですから、債権が

あって、その債権はほとんど回収見込みがないときに、新たな担保権を設定するとかとい

うのも、それは当然、偏頗行為と考えられているはずで、それは実質、債権価値がゼロだ

から無償行為だとはみんな思っていないと思いますので、やはりこういう場合でも、それ

は偏頗行為としての主観的要件、もちろん非義務行為とかということはあり得るかもしれ

ませんけれども、偏頗行為として考えられる主観的要件は要るのかなと思いました。ただ、

何か前提を間違えているのかもしれないという気がしていますので、一応意見を言ってみ

たということです。 

○大塚関係官 ありがとうございます。調査員の大塚です。私からも主観的要件についてな

のですけれども、主観的要件を求めるのは受益者である担保権者に不測の不利益を与えな

いためであるというのは、確かにそのとおりかなと思います。ただ、これを否認した場合

に、担保権者に本当に不測の不利益があるのかいうと、よく分からないところがありまし

て、すなわち、目的の範囲に加入した時点というのは、そこで必ずしも担保権の実行がな

されるわけではありません。したがって、目的の範囲に動産や債権が加入した後に、それ
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が出ていくという可能性は十分あり得るわけです。動産が他に処分されるであったり、債

権が設定者によって取り立てられると、それによって減る可能性は十分あり、当然、担保

権者はそのリスクを覚悟しなければいけない立場にあります。そうすると、その状態の動

産や債権を担保の範囲から外すことによって担保権者に不測の不利益があるのかと言われ

ると、それは必ずしもそうとはいえないのではないかと思います。そして、そのように考

えられるとすれば、主観的要件を必ずしも問わなくともいいのではないかと考えておりま

す。 

○道垣内部会長 ありがとうございます。 

○沖野委員 ありがとうございます。今の大塚先生の、債権者には全く不利益にならないの

だというのが、そうなのかというのは、よく分からない、対象となった目的財産から除外

されるということが。それが相変わらず流動性で、そういうものが出ていって、また普通

に入ってくるものがあって、それについては対象になるというようなことであれば、全く

関係ないというようなお話であれば、そういうような局面もあるかと思いますけれども、

そもそもこの否認されても被担保権者にとっては何ら不利益にはならないというのは少し、

そうなのかなとは思うところです。 

  もう一つ、主観的要件について山本先生から御指摘のあった、何についての主観なのか

ということでしたので、そこを自分はこういうつもりでしたということだけを申し上げた

いと思います。一つは、債務者の状況、例えば支払不能であるとかというような状況につ

いては、それは知っている必要があると考えておりました。危機時期の搬入だからこそ問

題になるので、危機時期の搬入であるということが分かっている必要があるのではないか

ということです。その意味では、【案17.6.1.1】についてもその点は必要ではないかと考

えておりました。 

  それに対しまして、【案17.6.1.2】については、むしろ一番これが効いてくるのは、形

式が通常の事業の範囲を超えるというのでいいのかどうかという問題はありますけれども、

客観的には異常なものであって、先ほどの阪口先生がおっしゃった、空の倉庫に無理やり

入れてくるというのが、無理やりというものが本来は入らないということであれば、【案

17.6.1.1】でも対応できるような場合についてということになるように思われますけれど

も、【案17.6.1.1】では認められるようなものが、しかしながら債務者の主観によって、

保証が付いているようなものは極力回収をできるようにしたいと慮って、債権者にも何も

知らせずに、外から見れば通常の形で入れているというようなものが否認の対象になると

いうのは、一体債務者がどういうつもりでそこに搬入したのかということを調べないと、

これが目的財産として期待していいのかどうかが違ってくるというのは、非常に問題では

ないかと、債務者の状態がそうなっているときにはもうそれは全部確保すべきだ、という

ことはいえないのではないかと思いまして、ここはもう一段の主観的要件が必要ではない

かということで、そのような目的で行われた搬入行為であるということを知っているとい

うことが必要ではないかと考えておりました。そのようなつもりで申し上げたということ

を明確化する趣旨です。 

○道垣内部会長 ありがとうございました。少し私、伺っていて、あれなのですが、沖野さ

んに伺うべきことかどうか分からない、皆さん、債権者側の主観的要件というのは、どの

時点で必要であるというふうな前提で議論がされているのですか、今。せっかく手が挙が
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っているのだから、沖野さんにお願いしよう。 

○沖野委員 すみません、手は下げ忘れていただけでしたけれども、私はこの加入行為、加

入があった段階、その時点で考えておりました。 

○道垣内部会長 ということは、加入が今されつつあるということを知っていなければ、そ

ういう問題は起きないですね。 

○沖野委員 そうですね。 

○道垣内部会長 分かります。大塚さんがおっしゃったのは恐らく、実際に倒産しましたと、

それで行ってみましたと、そうするとたくさん倉庫に入っているのだけれども、いや、実

はこの２割は設定者がこういうふうな主観的に思って、一人だけいいようにしようと思っ

て入れましたというふうなことになって否認されたとするならば、それは期待は形成され

ないでしょうというのが大塚さんがおっしゃったことなのだろうと思うのです。つまり、

行ったときに見えたのが１０入っていたと、行って、それは１０全部だと思ったら２否認

されたといっても、倒産したときに訪ねていったときに１０あったということによって、

保護されるべき期待というのが形成されるわけではないでしょうというのが大塚さんのお

っしゃったことではないかと思うのです。搬入時に分かっているときには、それはそもそ

も駄目ですというのはよく分かるのですが、そのときも駄目だけれども、搬入時に分かっ

ていなくて、行ったときに２０％は駄目ですと言われても、別に構わないではないかとい

うのが大塚さんのおっしゃったことではないかと思うのだけれども、大塚さん、違います

か。 

○大塚関係官 調査員の大塚です。道垣内部会長がおっしゃることも、私の指摘には入って

いたような気がいたします。そこまで考えていたわけでは必ずしもないですけれども、一

つ、担保権者が期待しているのは、あるいは期待することが許されているのは、基本的に

は通常の事業の範囲で、その範囲に含まれているものであり、それを超えるものについて

は期待というものが保護されていないとすれば、事実上というか、たまたまそこに入った

ものを主観的要件によって保護する必要はないのではないかというのが先ほどの意見でし

た。 

  もう一つ考えられるのが、例えば、通常の事業の範囲を増やすという何か合意というの

はあり得て、つまり、加入時点で担保権者と設定者というのが合意によって、少し増やし

ましょうと、これまで１００だったのを１２０に増やしましょうといって２０加入した場

合には、これはそういった期待が生じ得るので、そういった期待を主観的要件によって保

護することは可能かなと思います。この場合には、基本的には加入時点で何らかの合意が

あるはずなので、そこについて詐害行為の要件を検討すればよろしいのかなということで

す。 

  少し混乱してしまったかもしれませんが、二つの場合があり得るかなという点を指摘し

たかったということです。 

○道垣内部会長 ありがとうございます。 

  ほかに何か。債権者側、担保権者側に加入時の主観的要件を要求するという方が比較的

多かったのかなという気もしますが、それほどは別に必要ではないという考え方も十分に

あり得るのだろうと思います。 

  ほかに何かお考えは。 
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  まだ否認がこれによって片が付いて、もちろん全部終わったというわけではないかと思

いますけれども、時間も過ぎておりますので、本日のところは否認について８、９割方の

お話を伺ったというふうにさせていただいて、次回は、今回全く入れませんでした第４の

ところに入り、ほかのところもやっていかなければいけないと思います。 

  山本さんが、最後まで行くわけはなかろうというふうにこの部会資料を御覧になってお

思いになったというわけなのですが、実はそのとおりで、最後まで行くことは多分無理だ

ろうという予定でおりました。それで、否認に飛んだのは少し、事務局も私もまずいぞと、

山本さんと同じように思いながらも、否認に飛んでしまったというところがありまして、

山本さんの戸惑いは共有するところでございますが、そういうふうなことでございますの

で、誠に申し訳ないのですけれども、また予備日を使って少しやらせていただくというこ

とになろうかと思います。 

  本日の審議はこの程度にさせていただきまして、次回またお願いができればと思います

ので、事務局から説明をしていただければと思います。 

○笹井幹事 今回も積み残しが生じてしまいましたので、大変申し訳ございませんが、次回、

予備日も開催ということにさせていただければと思います。予備日として予定していただ

いておりました７月２６日火曜日、時間は午後１時３０分から午後５時３０分まで、お越

しになる場合、場所は法務省７階、共用会議室６・７でございます。 

  次回は、予備日の開催ということになりますので、新しい資料はございませんで、今回

検討できなかった第４、第５、それから第７を中心に御議論いただければと考えておりま

す。 

○道垣内部会長 それでは、法制審議会担保法制部会の第２０回会議を閉会にさせていただ

きます。 

  本日も熱心な御議論を賜りまして、ありがとうございました。予備日の開催になります

が、次回も是非ともよろしくお願いいたします。どうも失礼いたします。 

－了－ 


